
 

令和５年度 総合評価書 

「統計改革を推進し、国民や統計ユーザーの視点に立った公的統計を作成す

るとともに、統計の利活用を通じて、統計の質を向上させること」について 

令和５年１１月 

 
政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）付参事官付統計・情報総務室 

[統計改革関連（ＥＢＰＭを除く）] 

 

政策統括官（総合政策担当）付政策立案・評価担当参事官室 

[ＥＢＰＭ関連] 

１． 政策の名称 

「統計改革を推進し、国民や統計ユーザーの視点に立った公的統計を作成するとともに、

統計の利活用を通じて、統計の質を向上させること」（ⅩⅣ－１－２） 

基本目標ⅩⅣ：国民に信頼される厚生労働行政を実施すること 

 施策大目標：業務運営の適正化を図ること 

２． 評価結果等 

（１）施策の目的・目標 

  統計法（平成 19 年法律第 53 号）の全面改正に伴い、公的統計は「国民にとって合理的な意思決

定を行うための基盤となる重要な情報である」と定義し直され、それを司る同法は「国民経済の健全

な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的」とすることとされた。このように、統計情報は国

民から負託された「財産」であり、それを直接利用している政策担当者や研究者、事業者だけのもの

ではなく、すべての国民にとっての共有財産であると位置付けられた。 

しかしながら、平成 31 年に毎月勤労統計調査で不適切な取扱いを公表し、これを踏まえ厚生労

働省は、令和元年８月に「厚生労働省統計改革ビジョン 2019」（以下「ビジョン」という。）をとり

まとめ、ビジョンの着実な実施を通じて統計改革を推進し、真に国民や統計ユーザーの視点に立った

公的統計を作成できる組織を構築することを目指している。 

【別紙１ 厚生労働省統計改革ビジョン 2019】 
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（２）ビジョンに盛り込まれた具体的取組 

 ビジョンの内容は多岐にわたることから、統計改革の推進に当たり、すぐに実行するもの、中長期

的に取り組んでいくものといったように実現に要する時間・費用などに応じて整理した工程表（以

下、厚生労働省統計改革ビジョン 2019 工程表のことを「旧工程表」という。）を作成し、旧工程表

に基づいて継続的に改革の進捗管理を行うこととされた。厚生労働省としては、「厚生労働省統計改

革検討会」に取組の進捗状況を報告し、外部有識者により確認していただくこととなっている。 

【別紙２ 厚生労働省統計改革ビジョン 2019 工程表】 

  

また、旧工程表の工程を令和８年度まで延伸するとともに、令和４年８月に統計委員会から建議さ

れた「公的統計の総合的な品質向上に向けて」（以下「建議」という。）において提案されている取組

も踏まえて、同年 12 月に「厚生労働省統計改革工程表」（以下「新工程表」という。）を策定した。 

【別紙３ 公的統計の総合的な品質向上に向けて】 

【別紙４ 厚生労働省統計改革工程表】 

 

旧工程表及び新工程表に基づき、「目標」及び「令和４年度に取り組む事項」を以下のとおり設定

している。 

 

① ガイドラインの作成とＰＤＣＡサイクルの着実な実施 

ア 目標 

    統計作成プロセスの透明化を図るとともに、適正な業務ルールに基づく業務遂行を徹底する

ことにより、統計の品質保証を推進する。 

イ 令和４年度に取り組む事項  

・ 総務省の統計作成ガイドブック等を踏まえ、統計業務の一連のプロセス（統計の企画から集

計・公表､データ保管等）を可視化した厚生労働省統計標準ガイドラインを改定する。 

 ・ 基幹統計調査及び一般統計調査について、業務マニュアルの作成状況等を確認するととも

に、基幹統計調査の業務マニュアルについて、建議を踏まえた改定を行う。 

・ ＰＤＣＡサイクル確立に向けた点検・評価ガイドライン等に基づいて、統計調査の調査計画

等と実態に齟齬がないか点検・評価を行う。 

・ 調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確認する取組であるコンプライアンスチェッ

クを試行実施する。 

・ 調査実施機関との意見交換など、関係者間の連携確保を行う。 

 

② 情報システムの適正化 

ア 目標 

   汎用性が高く、容易に改修等ができるシステムに計画的に移行するとともに、デジタル技術を

活用することにより、被調査者の負担軽減と利便性向上を図るとともに、職員による手作業の削

減と正確性の確保、業務の効率化を推進する。 
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イ 令和４年度に取り組む事項 

・ 次期統計処理システムについて、業務効率化の検討等を踏まえた仕様の整理を行うととも

に、要件定義及び工程管理に関する調達手続を行う。 

・ 毎月勤労統計システムについて、旧集計システム（COBOL）と新集計システム（C＋＋）

の並行稼働を行う。 

 

③ 組織改革・研修の拡充等 

ア 目標 

  「開かれた組織」への変革と「外部チェック機能の強化」等に向けた取組を進める。また、統

計人材の計画的な育成に取り組み、統計部局を中心に省内の統計業務の実施体制の充実を図る

とともに、研修等を通じて幹部を含む全職員の統計リテラシーの向上等を図る。 

イ 令和４年度に取り組む事項 

・ 「開かれた組織」、「外部チェック機能」の強化を図るため、組織・体制の継続的な整備。 

・ 統計データアナリスト及び統計データアナリスト補の育成。 

・ 誤りの発見、報告及び対応を適切に行った職員への人事評価方策の検討。 

・ 厚生労働省における統計の人材育成基本方針に基づく計画的かつ体系的な研修の実施。 

・ 統計人材プロファイル等を活用した統計人材の計画的なキャリアアップを推進。 

 

④ データの利活用・一元的な保存の推進 

ア 目標 

利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに、結果数値等の誤り発見の観点からも有効である

ことから、オンサイト施設や匿名データの活用なども含め、統計データの一層の利活用の促進に

向けた取組を推進する。 

イ 令和４年度に取り組む事項 

・ 個票データの二次利用について、利活用促進策（広報の充実等）を実施する。 

・ オンサイト施設への調査票情報の登録を計画的に進める。 

・ 事業所調査の匿名データの作成。 

・ 届出情報を活用したプレプリントの検討・導入。 

・ 統計調査間の連結やマッチングキーについてニーズの把握。 

 

⑤ EBPM の実践を通じた統計の利活用の促進 

ア 目標 

 一連のプロセス（政策の立案・評価・見直し）において、証拠に基づく政策立案の基本的な考

え方による取組が自然と行われるよう定着を進め、政府部内・部外における政策議論を通じて、

政策の質の向上につなげる。 

イ 令和４年度に取り組む事項 
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・ 現状や政策課題を迅速かつ的確に把握し、有効な対応策を選択し、その効果を検証するた

め、BEPM 取組方針に基づき、EBPM の取組を実施する。 

・ EBPM よろず相談を実施し省内職員からの相談に対応するとともに、EBPM 基礎研修及び

応用研修等を実施する。 

・ 若手・中堅職員の統計データに係る分析手法の習得等を主たる目的として、若手・中堅プロ

ジェクトチームにおいて、分析テーマを設定して分析を実施し、その結果を順次、厚生労働省

ＨＰ等で公表する。 

・ （独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナーを開催する。 

 

（３）評価の観点 

   旧工程表及び新工程表に照らし計画どおりに統計改革が進展しているか自己点検するとともに、

厚生労働省統計改革検討会に統計改革の進捗状況を報告した際の同検討会による意見も参考にしな

がら評価を行う。 

 

（４）政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報 

 ・ 厚生労働省統計改革ビジョン 2019（ビジョン） 

 ・ 厚生労働省統計改革ビジョン 2019 工程表（旧工程表） 

・ 公的統計の総合的な品質向上に向けて（建議） 

・ 厚生労働省統計改革工程表（新工程表） 

 ・ 「厚生労働省統計改革ビジョン 2019 工程表の進捗状況（フォローアップ）について」及び

「厚生労働省統計改革工程表の進捗状況等」（第５回及び第６回厚生労働省統計改革検討会資料。

以下「進捗状況報告」という。） 

 

（５）政策評価の把握の手法及びその結果 

① 把握手法 

    上記（２）に記載の「目標」及び「令和４年度に取り組む事項」に対して、進捗状況報告等に

より取組状況を整理する。 

 

 ② 結果（令和４年度の具体的な取組内容） 

  ア ガイドラインの作成とＰＤＣＡサイクルの着実な実施 

・ 令和５年４月改定予定の統計作成ガイドブックを踏まえ、厚生労働省標準ガイドライン

の改定を行うため、変更管理の取組、遅延調査票の取扱い、例外措置への対応等の項目の追

加について検討を行った。 

・ 基幹統計調査及び一般統計調査について、業務マニュアルの作成状況等を確認した結果、

いずれの統計調査も業務マニュアルが作成されていることを確認した。また、業務マニュア

ルについては、令和５年度に全ての統計調査について、建議の内容も含めた統計作成プロセ

ス全体の点検を行い、令和５年度以降、順次改定・整備するため、それに向けた準備を行っ

た。 
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・ PDCA による点検・評価は、予定していた 23 調査全てについて完了した。不整合が見

つかった統計調査については重点検証を行い、検証結果を踏まえた調査計画の改善、作業工

程の見直し等につながった。 

・ コンプライアンスチェックについては、２調査について試行実施し、結果の取りまとめを

行った。 

・ 都道府県等統計主管課（部）長会議や全国厚生統計主管課担当者・係長会議などを開催し、

調査実施機関との連携を確保した。 

 

イ 情報システムの適正化 

・ 次期統計処理システムについて、業務効率化の検討等を行った結果、ドキュメントの適正

管理、クラウド利用の推進等を仕様として整理した。また、要件定義及び工程管理に関する

調達手続を行った。 

・ 毎月勤労統計システムの見直しについては、COBOL と C++による集計プログラムの並

行稼働を実施し、その差異について、外部事業者による修正を行った。 

 

ウ 組織改革・研修の拡充等 

・ 政策企画官（民間登用）や統計品質管理官を引き続き配置することなどにより、組織・体

制の継続的な整備を行った。また、毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査の改善に関す

るワーキンググループの開催を通じ、外部有識者と相談できる体制を確保した。 

・ 令和８年度までに、統計データアナリスト１０名、統計データアナリスト補３４名を育

成・配置することを目標としているところ、令和４年度末までに、統計データアナリスト３

名、統計データアナリスト補１３名が認定された。 

・ 誤りの発見、報告及び対応を適切に行った職員への人事評価方策について、政策統括官

（統計・情報政策、労使関係担当）における令和５年度上半期の評価方針を決定し、同年度

から政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）にて試行的に取り組むこととした。 

・ 令和４年度統計研修方針に基づき、新たに企画した研修２コースを含め、１７コースの研

修を企画・実施した。 

・ 統計人材の計画的なキャリアアップに資するよう、統計人材プロファイル等の活用を検

討した。 

 

エ データの利活用・一元的な保存の推進 

・ 調査票情報の提供に係る分かりやすいリーフレットを作成し、厚生労働省ホームページ

にて公開した。 

・ オンサイト施設へのデータ登録については、主要な基幹統計調査の年次追加を行ったほ

か、医療施設調査や成年者縦断調査など新たに５つの統計調査の登録を行った。 

・ 賃金構造基本統計調査の匿名データについて、平成２９年から令和元年までの３か年分

を作成し、令和５年度中の提供開始に向けて準備を行った。 
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・ 介護サービス施設・事業所調査にて、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく

介護サービス事業者からの介護サービス情報の報告・公表制度の情報から調査に必要な情

報を抽出し、あらかじめ調査票に印字して配布することで回答者負担軽減を図った。 

・ 統計調査間の連結やマッチングキーに関するニーズについて、研究者からヒアリングを

行った。 

 

オ EBPM の実践を通じた統計の利活用の促進 

・ EBPM 取組方針に基づき、予算プロセスを中心に EBPM の取組を実施した。 

重点フォローアップ事業の中から効果検証対象として２事業を選定するとともに、５

事業について事例集を作成し省内に周知した。 

過年度の EBPM 実践事業の中から２施策を選定し、実際の統計等データを用いて効果

検証を実施した。 

厚生労働省の EBPM 推進に係る有識者検討会において、令和４年度の実施状況を検証

し、検証結果を取りまとめ、厚生労働省ホームページで公表した。 

・ EBPM よろず相談窓口にて２４件の相談に対応し、アウトプット・アウトカム指標の精

緻化や効果検証方法について、理解促進を図った。また、EBPM 基礎研修で２５名、EBPM

応用研修で１０名が受講した。 

・ 省内若手・中堅プロジェクトチームにて、同一労働同一賃金の分析を行い、分析結果を厚

生労働省ホームページ等で公表した。 

・ （独）労働政策研究・研修機構（JILPT）と連携し、EBPM セミナーを開催した結果、

３５名が受講した。 

 

カ 厚生労働省統計改革検討会への報告 

令和４年１２月２日に第５回厚生労働省統計改革検討会を開催し、令和４年度上半期分の

統計改革の取組を報告するとともに、令和５年９月２１日に第６回厚生労働省統計改革検討

会を開催し、令和４年度下半期分の統計改革の取組を報告し、進捗状況に問題ないことを外部

有識者にご確認いただいた。 

【別紙５ 厚生労働省統計改革ビジョン２０１９工程表の進捗状況（フォローアップ）に

ついて（令和４年１２月２日第５回厚生労働省統計改革検討会）】 

【別紙６ 厚生労働省統計改革工程表の進捗状況等（令和５年９月２１日第６回厚生労働

省統計改革検討会）】 
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（６）政策評価の結果 

   厚生労働省では、旧工程表及び新工程表に基づき、令和４年度分の統計改革の取組が着実に推進

されていることが確認できた。また、同取組の内容は、厚生労働省統計改革検討会において外部有識

者に報告され、進捗状況に問題ないことを外部有識者にご確認いただくとともに、更なる改善や工夫

のご提案を頂いている。このような点を踏まえ、国民や統計ユーザーの視点に立った統計改革が推進

されているものと評価できる。 

       

３． 今後の課題と取組の方向性 

新工程表等に基づき、厚生労働省の統計改革を引き続き進めていくとともに、厚生労働省統計改革

検討会に進捗状況等を引き続き報告する。 
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厚生労働省統計改革ビジョン 2019  

 

 

 

 

 

令和元年８月 27日 

 

厚生労働省 
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厚生労働省統計改革ビジョン 2019の取りまとめに当たって 

 

 

〇 政策立案や学術研究、経営判断の礎として、常に正確性が求められる政府統

計について、毎月勤労統計調査をはじめとする今般の事態を引き起こしたこ

とは極めて遺憾であり、長年にわたり不適切な取扱いをしてきたことが原因

となり、雇用保険等における給付の支払いが不足するなど、国民の皆様に多大

な迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げたい。 

 

〇 賃金構造基本統計調査における不適切事案なども含め、一連の問題を引き

起こした厚生労働省は、統計の重要性に対する認識とともに組織のガバナン

スが問われており、組織全体として今回の不適切事案を真摯に反省した上で、

国民の皆様の目線を忘れず、国民の皆様に寄り添える組織として再生する必

要がある。 

 

〇 このため、厚生労働省が、真に国民の皆様や統計ユーザーの視点に立った

公的統計を作成できる組織へと生まれ変わり、政府全体の公的統計を牽引す

る「統計行政のフロントランナー」となることを目指すため、経済学、統計学

等の専門家による「厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）有識者懇談会」

を設置し、有識者の皆様に活発な御議論をいただき、先般８月 20日に提言を

取りまとめていただいた。 

 

○ 同提言を受け、本日、厚生労働省における統計改革の羅針盤となる「厚生労

働省統計改革ビジョン 2019」を策定した。 

 

○ 同ビジョンの着実な実施を通じて、一刻も早く、国民の皆様からの信頼を回

復し、「統計行政のフロントランナー」と呼んでいただけるよう、統計改革を

はじめとした厚生労働省改革を成し遂げてまいりたい。 

 

 

 

令和元年８月 27日 

厚生労働大臣 根本 匠 
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第１章 「厚生労働省統計改革ビジョン 2019」の基本的な考え方 

 

○ 「厚生労働省統計改革ビジョン 2019」（以下「ビジョン」という。）は、厚

生労働省が、真に国民や統計ユーザーの視点に立った公的統計を作成できる

組織へと生まれ変わり、政府全体の公的統計を牽引する「統計行政のフロン

トランナー」になれるようにするため、経済学、統計学等の専門家によって

設置された「厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）有識者懇談会」（以

下「有識者懇談会」という。）が、本年８月 20日に取りまとめた「厚生労働

省統計改革ビジョン 2019（仮称）の策定に向けた提言」（以下「提言」とい

う。）を踏まえ、厚生労働省における統計改革の「羅針盤」として取りまとめ

たものである。 

 

１．統計の重要性（統計の哲学）、再発防止、統計改革に向けた基本的考え方に

ついて 

 

○ 統計は、人口、経済、社会等に関し、その集団の状態を客観的に把握する

ことで、国や社会の姿を映し出す「鏡」となり、マクロの視点に立って進む

べき方向を示す「羅針盤」ともなるものである。他方で、統計は、経済や社

会の内部構造に迫り、そのメカニズムを解明する「内視鏡」とも言うべき機

能も有している。 

 

○ 実際、平成 19年の統計法の全面改正に伴い、公的統計は「国民にとって

合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報である」と定義し直

され、それを司る統計法は「国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄

与することを目的」とすることとされた。すなわち、統計情報は、国民から

負託された「財産」であり、それを直接利用している政策担当者や研究者、

事業者だけのものではなく、すべての国民にとっての共有財産であり、「公

共財」であることを認識しなければならない。 

 

○ したがって現在の社会における統計は、公共の福祉を増進するための基

礎情報として位置付けられるべきものであり、一定の統計学の教育を受け

た専門的人材が、独立性が担保された形で担っていくことが求められる。 

 

○ 今般、毎月勤労統計や賃金構造基本統計などにおける不適切事案におい

ては、こうした公的統計の重要性を、厚生労働省の多くの職員が十分に認識

していなかったことが主たる原因の一つとなった。 
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２．有識者懇談会において重視すべきとされた考え方について 

 

○ 有識者懇談会では、統計の利活用を通じた質の向上について、以下のよ

うな考え方を重視すべきとされた。 

 

・ 統計情報は、①異なる角度から、②利用が重ねられることによって、ミ

スが発見され、品質が改善され、さらに独立性が担保されるという考え

方が強調された。すなわち、そのような使われ方を意識することによっ

て、統計作成担当者が統計作成過程を透明化し、説明責任を十分に果た

すことが担保されるという考え方である。 

・ このため、統計を所管する部局だけでなく、全ての部局で統計に関心を

持ち、ＥＢＰＭ（Evidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立

案）を推進することにより、公正かつ透明性のある政策立案等を推し進

めるとともに、統計を実際に利用することを通じて統計の質を向上させ

ていくことを基本方針に据える。 

・ 統計情報は、その作成に専門的知識が必要であるがゆえに作成過程が

ブラックボックス化する傾向が強く、今回の統計不正の一因ともなっ

たことを踏まえると、作成過程の透明化が必要である。また、統計情

報には、明らかな間違いがなくとも、よりよい調査方法や集計方法は

常に存在すると考えたほうがよい。 

・ このように、統計を改善するためには、統計情報へのアクセシビリティ

（利用しやすさ）を高めることにより、利用者を増やし、さらに利用者

が統計作成過程に関心をもつ状況を保つ必要がある。 

・ こうした観点から、統計の仕様や品質に関する情報の開示は、適切な

統計利用及び利用者からの信頼確保に不可欠なものであり、何よりも

透明性の確保を図る必要がある。統計の設計やその変更に当たって

は、学識経験者との公開の議論を通じて、十分な統計学的根拠と情報

開示に基づいて行っていく必要がある。 

 

○ 厚生労働省によるビジョンの策定に当たっても、こうした考え方を十分

意識し、再発防止策等の具体策を取りまとめた。 

 

３．本ビジョンと各種提言等との関係について 

 

○ 有識者懇談会では、提言の取りまとめに当たって、各種提言等との関係

について、以下のような点が意識された。 
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・ 厚生労働省が発端となった一連の統計問題を受け、総務省統計委員会で

は、不適切事案の再発防止、政府統計の品質向上等を目的として、本年６

月 27日に「公的統計の総合的品質管理を目指して」（第一次再発防止策）

を取りまとめられるとともに、点検検証部会においてターゲット型審議を

行った上で秋頃に審議結果がまとめられる予定となっている。また、「経

済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月 21日閣議決定）を踏

まえ、内閣官房に設置された統計改革推進会議の下に、統計委員会の再発

防止策等を踏まえた総合的な対策を検討する「統計行政新生部会」が設置

され、年内を目途に総合的な対策が取りまとめられる予定となっている。 

・ 毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会や総務省行政評価局からの

報告書に記載されている再発防止策も含め、これらの対策が議論されるよ

うな原因を作り出した厚生労働省は、こうした対策を率先して実施してい

くことが求められる。このため、提言の取りまとめに当たっては、政府全

体の見直しの方向性と整合性をとる必要がある。 

・ さらに、日本統計学会や社会調査協会などの各種の指摘や提言について

も、厚生労働省として対応すべきものは幅広く取り込む形で提言を取りま

とめる。 

・ その一方で、政府全体の取組の方向性に即して、更に一歩でも二歩でも

前に進めるための取組（「統計行政のフロントランナー」を目指した取

組）についても積極的に盛り込む。 

  

○ なお、有識者懇談会の提言においては、今回の統計問題について別添の

とおり、取りまとめている。 

 

○ 厚生労働省が、今般、ビジョンを取りまとめるに当たっても、こうした

有識者懇談会の考え方等を踏襲することとした。 
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第２章 今回の統計問題の整理を踏まえた再発防止策 

 

１．組織の改革とガバナンスの強化 

○ 総務省統計委員会の「公的統計の総合的品質管理を目指して（建議）」にお

いても、一連の統計問題は、「組織内におけるガバナンスが十分に機能しなか

ったことが最大の要因」と指摘されており、幹部の管理監督責任や統計部門の

閉鎖性など、厚生労働省の組織としての問題に帰着する部分が多い。こうした

問題を考える上では、単に統計に関わる部門が引き起こした問題と断じるの

ではなく、統計部門の組織の改革とガバナンスの強化、統計に対して省全体と

して取り組むための体制の整備が不可欠である。 

 

（１）組織改革、相談窓口の確立 

〇 今回の事案では、調査設計の変更や実施、システムの改修等を担当者任せ

にする管理者の業務の進め方、安易な前例踏襲主義に基づく業務遂行や部

下の業務に対する管理意識の欠如など、組織としてのガバナンスの欠如が

課題となったことなどを踏まえ、以下のような取組を推進する。 

 厚生労働省の統計幹事（政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当））

の下に、調査内容の抜本的な見直し、調査手法や統計作成プロセス・シス

テムの抜本的な見直しなどを行う改革のエンジンとなる企画担当や、政策

部局が統計を作成する際の相談・支援窓口を計画的に整備する。さらに、

統計審査担当体制の強化など必要な体制整備を図ることを通じて、統計幹

事が、統計改革の司令塔としての役割を果たし、統計幹事の責任の下、Ｐ

ＤＣＡサイクルの確実な実行によるガバナンスの強化を図る。 

 内閣官房の指示の下、厚生労働省に配置された分析的審査担当官は、調

査結果の分析的審査、調査設計等の変更時の影響分析に加え、結果数値等

の誤り発見後の原因分析と再発防止策の検討状況の管理等を実施する。 

 統計調査の内容や手法に計画との乖離や誤りなどを関係者や第三者が発

見した場合、速やかに問題を報告し、迅速に対応するためのルール化を行

い、実行するための体制（相談窓口等）を整備する。 

 

（２）外部有識者の積極的な活用 

〇 厚生労働省が「開かれた組織」への変革を果たし、「外部チェック機能」

の強化と統計の改善等に努めていくため、学識経験者などの外部有識者の

積極的な活用を進める。 

・ 統計の改善等に向け、厚生労働省内においても外部人材の積極活用を図

る。その際には、適切な処遇の確保に努めるとともに、採用された外部人
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材は、統計改革や、統計の見直しに向けた厚生労働省の統計幹事の補佐な

どを担当する者とする。 

・ こうした取組を通じて、統計学者や統計を十分に利用している経済学者

などの外部の専門家と、常に協力・相談できる体制を構築する。 

・ また、統計の業務改善を行う場合には、統計に精通するコンサルティン

グ会社やシステム開発を行う業者の活用などを検討する。 

 

（３）統計部門のリソースの拡充 

〇 一連の不適切事案の再発防止や統計改革に取り組んでいくためには、業

務遂行に必要な人材を、質と量の両面からきちんと確保していくことが不

可欠となることから、以下のような取組を推進する。 

・ 不断の業務の効率化や研修の充実等を行うとともに、統計業務に専念す

る、統計学や経済学などの専門性を有する人材の確保をはじめとした、計

画的な職員採用や定員の確保を図る。 

・ 人材の育成には一定程度の期間を有するため、即戦力となる外部人材も

積極的に活用する。 

・ 人材の確保と同様に、再発防止や統計改善の観点で必要となる予算をき

ちんと確保する。 

 

２．統計業務の改善 

○ 統計は国のあり方を示す重要な情報であり、いかなる手法を用いて統計調

査を行ったかを含めて、諸情報を正確に公表することが必要である。しかし、

「閉じた組織」の中で統計行政がフレッシュな視点でチェックを受けること

がなかったこと、ブラックボックス化したシステムの存在、何らかの問題に気

付いた職員がいても、そのことが組織内で共有されないなどの事態を招いた

ことを踏まえると、統計業務のあり方やその進め方などに関する「統計業務の

改善」に向けた取組が必要である。 

 

（１）統計ユーザーの視点に立った情報公開（統計作成プロセスの透明化） 

〇 毎月勤労統計の事案は、統計ユーザーからの疑問が発覚の契機の一つと

なった。こうした点を踏まえ、統計作成プロセスの透明性を確保し、外部検

証可能性を確保していく観点から、以下のような統計ユーザーに対する情

報提供の改善を一層促進する。 

・ ブラックボックス化しやすい調査設計、標本抽出や復元推計の方法、事

後検証にも必要となる目標精度・回収率等（母集団及び標本の規模に関す

る情報を含む。）などについては、詳細な調査内容を公開する。 
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 調査票情報の二次利用を一層促進するとともに、統計等データの公表に

当たっては、利用しやすい形式での提供やオンサイト施設を活用するなど、

利便性にも配慮した形態により実施する。 

 行政記録情報の利用促進を図るとともに、研究者等が容易に利用できる

よう、利用方法を周知するとともに、効率的な利用方法を早急に検討する。 

・ 外部からの情報提供依頼については、組織内で共有しつつ、速やかに対

応していく必要があり、その具体策については、第３章の２（１）の検討

会などを踏まえて積極的に対応していくものとする。 

 

（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行 

○ 今回の事案においては、①担当課室のみの判断で調査方法を変更、②職員

間の連携不足によりシステムの改修が適切に行われなかった等、業務の実

施方法が課題となった。統計はプロセスの中での品質保証を図っていくこ

とが重要との観点から、以下の取組を推進する。 

 

①業務マニュアルの策定 

・ 総務省が作成・提供する標準的な業務マニュアルを踏まえ、統計の企画

から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的な業務マ

ニュアルを作成し、そのルールに基づいた業務遂行を実践する。なお、業

務マニュアルの整備に際しては、チェックリスト方式など、経験年数の少

ない職員でも使いやすいものとするよう心がけるものとする。また、業務

マニュアルの改訂に際しては、その考え方や履歴を保存していくことを原

則化する。 

  

②対応手順の策定 

・ ①の業務マニュアルには、誤りを早期に発見するためのチェック方法や

誤りを発見又は外部から指摘された場合の手順（組織内情報共有ルール等）

を盛り込むこととする。 

・ また、対応手順には、調査計画の変更や、プログラム、結果表等各種成

果物に関する承認権者（専決区分）を示すこととする。 

 毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握でき

ていなかったことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における

影響の確認に時間を要した。このため、統計の利活用状況を定期的に確認

するとともに、統計委員会の建議を踏まえ、今後、整備が見込まれる誤り

発見時の対応ルールに則り、統計の誤りを発見した際はその影響を迅速・

正確に把握して適切に対応する。 
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・ また、データの保管状況や、記録の保存状況など、業務マニュアルのチ

ェックリストに基づいて、定期的に点検を行う。プログラムの修正に当た

っても、予め策定されたチェックリストに基づき、複数人チェックの徹底

を図る。 

 

（３）システムの見直し 

〇 毎月勤労統計の事案では、改修などに対応できる者が限られ、また、業務

仕様を明記した資料が不十分であるなど、システムが「ブラックボックス化」

してしまい、復元処理に係るシステム改修やそのチェック体制のあり方が

課題となったこと等を踏まえ、以下のような取組を推進する。 

 

①情報システムの適正化 

・ 「ブラックボックス化」したシステムを有する統計においては、仕様書等

を早急に整備し、汎用性が高く、容易に改修等ができるシステムへの計画的

な移行を早急に検討する。 

・ 併せて、幹部職員や人事異動後の職員でも容易にコンピュータ処理の内容

が理解しやすいアーキテクチャ（設計概念）のあり方や事務手順書等を検討

するとともに、使いこなせる職員の養成にも努める。 

 

②ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し 

・ ＩＣＴを最大限活用して、調査票の回収、エラーチェック等の審査・集

計、公表等の一連のプロセスにおいて可能な限り職員等による手作業のデ

ジタル化を推進する。 

・ また、被調査者の負担軽減・利便性の向上を図り、調査票の回収率・記

入率の向上を通じた正確性の確保及び都道府県等調査実施機関の事務負

担軽減のため、オンライン調査の導入、オンライン回答率の向上等を推進

する。 

 

③システムを用いたエラーチェックの徹底 

・ ＩＣＴを最大限活用して、組織やプロセス間でデータの欠落や転記ミス

等の誤りが発生しないようなシステムの見直しを検討するとともに、シス

テムによるエラーチェック等が可能な限り実現されるよう、次期統計処理

システムの見直しを検討する。 

 

（４）統計作成部署における業務見直し 

〇 今回の事案の再発を防止するため、「（３）システムの見直し」における業
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務のＩＣＴ化を進めるとともに、現在の業務の「棚卸し」をした上で、業務

処理の流れを分析し、徹底した業務効率化に努めていくものとする。 

 

（５）調査実施機関との連携 

〇 今回の事案においては、厚生労働省の統計担当課室と都道府県等調査実

施機関との間のコミュニケーション不足が露見した。統計調査において地

方公共団体や民間事業者等は、協働・連携して統計を作成するパートナーで

あり、円滑なコミュニケーションの下、適切な指示や履行確認を果たしてい

かねばならない。こうした観点から、以下のような取組を推進する。 

・ 統計調査実査後に厚生労働省と調査実施機関との意見交換等を実施する

ことにより、調査プロセスの改善を図るとともに、関係者間の連携を確保

する取組を行う。 

・ また、統計調査の実施において統計調査員は、統計の正確性を向上する

うえで重要な役割を担っていることから、統計調査員による適切な調査を

実施するための措置として、適正な事務手引き等の整備や研修の充実等に

ついて検討する。加えて、調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確

保する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）を導入する。 

 

（６）統計等データの保存の徹底 

〇 今回の事案では、平成 16 年から平成 23 年の調査の再集計値の算出に必

要な資料の一部の存在が確認されず、再集計値の作成が困難な状態となっ

た。こうした点を踏まえ、統計等データの保存ルールを整備し、適正に運用

していく観点から、以下のような取組を推進する。 

 結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、

推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログラム

の保存ルールを整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適

正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化するとともに、

（１）の統計ユーザーの視点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意

していくものとする。 

 

３．統計に関する認識・リテラシーの向上 

○ 今回の事案では、公的統計の意義やその重要性に対する意識の低さ、統計事

務の担当者の職務遂行に対する安易な姿勢や遵法意識の不足などが指摘され

るとともに、ガバナンスが欠如することとなった原因の一つとして、厚生労働

省の幹部職員の統計に関する知識や統計業務担当の経験不足などが指摘され

た。 
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○ こうした点を踏まえると、職員の資質・能力の改善を図っていくことを通じ

て、組織に蔓延する「事なかれ主義」を打破していくことが求められており、

幹部職員を含め、職員一人ひとりに求められる「統計に関する認識・リテラシ

ーの向上」に関する以下のような取組を行っていく必要がある。 

 

（１）研修の実施 

 〇 今回の事案を踏まえ、統計の基本知識の習得や意識改革の徹底、責任の自

覚とガバナンスの強化を図るとともに、職員の質の向上や計画的な人材育

成を図る観点から、以下のような取組を推進する。 

 統計担当職員を対象に、統計の基本知識や調査方法論をはじめとして、情

報技術の知識や、統計法令に関する研修の強化を図るとともに、段階的な研

修体系の整備を行う。さらに、中核的な統計人材を育成するため、長期研修

等を受講しやすい環境の整備についても検討を行う。 

・ 本省全職員を対象とする統計の基礎知識の習得や利活用の促進等に関す

る研修、幹部職員に対する統計リテラシーの向上、ガバナンスの強化等に関

する研修を体系的に整備し、計画的な受講を推進する。 

 

（２）人事交流の推進 

 ○ 統計に関わる部門が「閉じた組織」となっており、統計を単なる数字とし

か見ておらず、その先にある厚生労働政策の策定・施行との関係を把握でき

ていないなどの課題が指摘されたことを踏まえ、「開かれた組織」への変革

を図るため、以下のような取組を推進する。 

・ 作成された統計がどのように利活用されているのか、ユーザーの視点に

立った統計の作成に資するため、省内の政策所管部局との人事交流（送り

出し）を行い、人材育成を図る。 

・ さらに、他府省、民間の研究機関等との人事交流や国内外の大学・大学

院への留学機会の付与等により、先進的な技能・知見の習得や相互研鑽機

会の拡充の機会を設ける。 

・ 外部人材の積極活用や、統計学者、経済学者などの外部有識者との積極

的な交流などを通じて、「開かれた組織」への変革を図る。【１（２）の再

掲】 

 

（３）職員のキャリアパス形成の見直し 

〇 今般の事案では、統計業務に携わる担当者でさえ、統計の意義や重要性に

ついての意識が備わっていないことなどの課題が浮き彫りになった。こう
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した点を踏まえれば、統計職員の計画的な育成やモチベーションを高めて

いくため、以下のような取組を行う。 

・ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、

統計研修の受講履歴等）の整備等により、統計人材を計画的にキャリアアッ

プさせ、統計職員が安心して業務を遂行し、誇りを持てるようなキャリアパ

スを策定する。 

 統計調査担当に統計業務経験者を配置し、とりわけ、基幹統計など重要統

計は統計業務経験者を中心に作成することを基本とする。重要統計は統計

のスペシャリストを計画的に育成し、担当させる。 

 併せて、省全体で、統計の専門知識や業務経験が評価されるような人事運

用・仕組み（処遇等）を検討する。 
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第３章 「統計行政のフロントランナー」を目指した取組 

 

１．速やかな実施が求められる取組 

(１) 個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進 

〇 今回の事案においては、有識者懇談会において、調査の個票データが研究

者等の外部有識者の目に触れられていたら、早期発見が行われた可能性があ

ったのではないか、との指摘がなされたことを受け、以下のような取組を推

進する。 

・ 統計データの利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに、結果数値等の

誤り発見の観点からも有効である。また、作成したデータが第三者に利用さ

れる可能性があることは、日常業務に緊張感を持って取り組む要因ともな

る。このため、個票データの一層の有効活用に向けた取組を推進する。 

・ この際、基幹統計や一般統計の個票データのみならず、行政記録情報の利

活用の促進に向け、省内の行政記録情報や業務統計の所管課室も利活用の

推進を図るものとする。 

 

(２) ＥＢＰＭの推進(ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進) 

〇 厚生労働省を挙げて、ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用を推進する。

具体的には、外部有識者の力を借りつつ、省内にモデル事業などの効果検証

を行うプロジェクトチームを設置する。また、こうした取組を通じて、実際

に、ＥＢＰＭを実践する。併せて、ＥＢＰＭに関する調査研究を推進する。 

 

(３) データの一元管理の推進 

○ 厚生労働省が保有する統計等データを適切に保存するため、第２章の２

（６）の取組のみならず、統計等データの一元管理が可能となるよう、次期

統計処理システムの見直しを検討する。その際、都道府県など国以外の主体

が保有・管理しているため、永年保存されていない調査票情報等や、出先機

関が保有・管理している調査票情報等についても、国に集約して保存できる

よう検討する。 

 

○ こうした取組の実施に当たっては、各局が所管する一般統計等も含めて検

討するとともに、（１）の個票データの一層の有効活用、（２）のＥＢＰＭの

推進の動きとも連動したものとし、統計情報へのアクセシビリティを高め

るものとする。 

 

（４）ＩＣＴを活用した業務プロセスの更なる見直し 
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○ 国・地方における業務の効率化等につながるＡＩやＲＰＡ（自動化ロボッ

ト）の導入に向けた調査研究を推進する。 

 

（５）ＰＤＣＡサイクルの徹底による更なるガバナンスの確立（統計幹事のト

ップマネジメントの下で事後検証を行い、今後の統計へ反映） 

○ 統計幹事である政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）の下で、調

査計画の履行状況、回収率等の調査精度に関する事項、利活用状況等につい

て、調査実施後（又は定期的）に点検・評価を行うことをルール化する。 

 

（６）外部有識者等の積極的な参画 

○ 厚生労働省内の広く有識者からの意見をいただく場（第４章の２参照）な

どの活用を通じて、国民の公共財としての統計調査の企画・実施・集計・公

表を的確に行う。 

 

○ この際、政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）部局は、有識者と

連携し、経済・社会の変化に対応し、時代に合わなくなった統計、調査項目

の廃止等の見直しや時代に即した調査項目等の積極的な検討などを担当部

局任せにせず、不断の見直しを進める。 

 

（７）統計委員会との連携強化及び政府方針に対する迅速な対応 

○ 厚生労働省は、普段から、統計委員会や統計委員会事務局との連携を図り、

信頼関係の構築に努める。 

 

○ さらに、総務省の統計委員会や点検検証部会、内閣官房の統計改革推進会

議などの検討状況をフォローしつつ、政府全体の動きにも迅速かつ適切に対

応する。 

 

２．中長期的な観点から検討する取組 

（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討 

○ １（１）～（３）の取組と関連し、これらの統計情報や行政システムの設

計・利用環境の改善について、外部の意見を取り入れる仕組みとして、デー

タ利活用検討会（仮称）の設置を検討する。 

 

○ この際、個票データの活用に当たっては、厚生労働省が所管する基幹統計、

一般統計、業務統計同士のマッチングキーなどの情報も保管し、個人情報の

保護に留意しつつ、相互に利用可能なものとするよう検討する。 
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（２）分析・政策立案機能の強化に向けた組織機能のあり方の見直し 

 ○ 提言においては、厚生労働省における分析・政策立案機能の強化に向けて

は、厚生労働省の組織を以下の二つの方向性のいずれかで見直していく必

要があるとされた。 

  ①省内の基幹統計・一般統計を一体的に所管する調査統計部門を設置し、分

析・政策立案機能を強化する方法。 

  ②省内の基幹統計・一般統計を部局横断的に調査統計部門が調整し、分析・

政策立案機能を強化する方法。 

 

○ こうした指摘の趣旨を踏まえ、エビデンスに基づき政策立案、関係部局の

協力を得ながら政策立案の基礎となる資料作成と各種調整を行うとともに、

審議会、研究会等に提出する資料の客観性の担保等を果たすことができる

組織を目指すため、官房機能や政策統括機能の強化、統計改革の推進をはじ

めとした一連の厚生労働省改革を推進する。 
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第４章 統計改革の推進体制、ビジョンのフォローアップ 

 

１．工程表の作成、進捗状況の管理 

〇 本ビジョンの内容は多岐にわたるものである。統計改革の推進は、すぐに

実行するもの、令和２年度に向けた予算・機構定員要求で対応するもの、中

長期的に取り組んでいくものといったように実現に要する時間・費用など

に応じて整理した工程表を作成するとともに、当該工程表に基づき、継続的

に、改革の進捗管理を行う。 

  

２．常設の検討会の設置 

〇 厚生労働省は、所管する公的統計に関連し、普段から統計や経済の専門家

の意見を聞く機会が少ないのではないか、との指摘があったことも踏まえ、

厚生労働省所管統計の適正化や更なる進化のためには、厚生統計・労働統計

ともに、こうした学識経験者や有識者との関係性の構築を、一過性のもので

はなく、継続的なものとしていく必要がある。 

 

〇 このため、外部有識者の目により定期的に厚生労働統計のあり方等につ

いて点検を行う観点から、学識経験者等による常設の検討会を設置する。当

該検討会においては、「厚生労働省統計改革ビジョン 2019」の進捗状況を確

認するともに、厚生統計・労働統計ともに、更なる改革を行っていくものと

する。 

 

〇 その際、厚生統計については既に社会保障審議会統計分科会がある一方、

労働統計についてはそのような審議会組織が存在しないこと、一方で、統計

のあり方を検討していく際には、公労使による合意形成には馴染みにくい

ことなども踏まえ、統計のあり方を考えるのに相応しい検討会のあり方を、

厚生労働省において検討する。 
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別添 

 

「厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）の策定に向けた提言」 

（令和元年８月 20日）の８ページから 10ページの抜粋 

 

 

Ⅱ 今回の統計問題の整理 

 

○ 本懇談会は、一連の統計問題の原因究明を目的として設置されたわけでは

ないが、「再発防止策」や「統計行政のフロントランナーを目指した取組」に

ついて取りまとめる前提として、今般の統計問題の中でも特に社会的に大き

な問題を引き起こした毎月勤労統計調査について、本年７月 22日の第 1回懇

談会で毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会委員長代理の荒井史男弁

護士の出席を求め、主な不適切事案の事実関係等について下記１及び２のと

おり説明を受けた。 

 

１．主な事実関係について 

（１）平成 16年１月調査から抽出調査を導入したことについて 

〇 規模 500人以上の大規模事業所については、全数調査（抽出率１／１）と

なっているため、継続して調査対象となっている事業所から都道府県に対

して苦情が寄せられており、継続指定を避けることができないかとの都道

府県の要望に配慮するとともに（平成 15 年８月）、大規模事業所が集中し

ている東京都（約１／４）については全数調査にしなくても精度が確保でき

ると考えたこと（平成 15年７月）から、東京都について抽出調査に変更が

なされた。なお、こうした調査方法の変更は、担当課限りで決定された。 

 

（２）平成 16年１月調査からの抽出調査に関して適切な復元処理がなされなか

ったことについて 

〇 システム改修の必要性が生じた場合には、企画担当係とシステム担当係

が打ち合わせをしながら必要な作業を進めていくが、係長以下のみによる

対応であり、口頭ベースで依頼することもあるなど、事務処理に誤りが生じ

やすい体制であった。このため、抽出調査の導入に伴う復元処理に係るシス

テム改修が適切に行われなかった（平成 15年（５月以降））。 

 

（３）不適切な取扱いを知りながら放置していたことについて 

〇 これらが放置されたのは、「公表資料は原則を記載したもの」、など放置を

独自に正当化した上で、悪しき前例であってもこれを踏襲したことや誤り
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を改めることに伴う業務量の増加や煩雑さを嫌ったことや、業務が多忙で

あったり、復元処理による影響が小さいと判断したりしたことなどを理由

とするものであった。 

 

〇 一方で、全国の都道府県に送付していた抽出率逆数表には、東京都の大規

模事業所で抽出調査を行われていることが確認できる記載があるなど、そ

の場しのぎの事務処理をしており、規範意識の欠如や事の重大性に対する

認識の甘さがあった。 

 

（４）平成 30年１月調査から復元処理を始めた経緯について 

〇 平成 30年１月調査分から中規模事業所におけるローテーション・サンプ

リング方式が採用されることとなったため、システム改修が必要となった

が、この際、当時の担当室長は、従前より、抽出調査をしながら適切な復元

処理がシステムに組み込まれていないことを知っていたため、統計として

本来あるべき適切な復元処理をし、正確な統計を公表・提供するために、上

記のシステム改修の際に東京都の大規模事業所に関する適切な復元処理も

行うことができるようにシステムを改修した（平成 29年（５月以降））。 

 

〇 この際、担当室長はシステム改修の前後で集計結果に段差が生じると予

想していたものの、復元処理による影響を過小評価し、抽出に伴い復元をし

ていないというこれまでの調査方法の問題や復元による影響について上司

への報告を怠った。 

 

２．これらの事実関係に対する指摘等について 

〇 以上１（１）から（４）までの事実関係に対しては、特別監察委員会より、

以下のような指摘がなされている。 

・まず何よりも、公的統計の意義やその重要性に対する意識の低さが際立っ

ている。 

・厚生労働省の統計事務の担当者の職務遂行に対する安易な姿勢は、甚だし

い職務怠慢であって、定められたルールに従って誠実に事務を遂行すべき

公務員として到底許されるものではない。 

・厚生労働省の幹部職員の多くには統計に対する無関心が伺われ、統計に関

する知識や統計業務担当の経験がないものが多い。 

・今般の不適切な取扱いは、毎月勤労統計という重要な統計を司る厚生労働

省の組織としての問題に帰着する部分も多い。 
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３．その他の指摘等について 

〇 また、総務省統計委員会の「公的統計の総合的品質管理を目指して（建議）」

（令和元年６月 27 日）によれば、「最も影響度が深刻であった毎月勤労統

計の事案では、端的に言えば、組織内におけるガバナンスが十分に機能しな

かったことが最大の要因と考えられる」と指摘されている。 

 

○ さらに、総務省行政評価局の「賃金構造基本統計問題に関する緊急報告」 

（平成 31年３月８日）によれば、 

・「遵法意識の欠如」と「事なかれ主義の蔓延」が問題の根底であり、その 

打破が急務であること、 

・厚生労働省政策統括官の統計部門担当は、組織内のコミュニケーションが 

欠落（幹部への情報集約と担当への指示が機能不全）しており、統計メー 

カーとしての責任を果たすという視点から、組織と運営を見直し、ガバナ 

ンスを高めるべき、 

と指摘されている。 
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厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）有識者懇談会  
開催要綱 

 
 

 

１ 開催の趣旨等 

厚生労働省として、政策立案や学術研究、経営判断の礎として常に正確性が

求められる公的統計の重要性に対する基本認識を明確にし、作成するすべて

の統計が真に統計ユーザーや国民の視点に立った統計を作成できる組織へと

生まれ変わるため、広く外部有識者の意見を取り入れて、厚生労働省が政府全

体の公的統計を牽引するような「統計行政のフロントランナー」となることを

目指し、「厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）」を策定する。 

 

 

２ 検討事項 

  厚生労働省が策定する「厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）」に

盛り込むべき具体的内容、及びそれが真に実効性のある取組となるような

取組の方向性・妥当性等。 

 

 

３ 構成員及び運営 

・ 懇談会の構成員は、別紙のとおりとする。 

・ 懇談会に座長を置き、座長は、構成員のうちから厚生労働大臣が指名

する。 

・ 懇談会は、政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）が開催す

る。 

・ 懇談会の庶務は、関係各局・各課の協力を得て、政策統括官（統計・

情報政策、政策評価担当）付参事官付統計・情報総務室で行う。 

 ・ その他、懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

参考 
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厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）有識者懇談会 
構成員 

 

 

梶木  壽（フレイ法律事務所弁護士） 

 

 

川口 大司（東京大学大学院経済学研究科教授）     

 

 

神林  龍（一橋大学経済研究所教授） 

 

 

◎小峰 隆夫（大正大学地域創生学部教授） 

  

  

 中室 牧子（慶應義塾大学総合政策学部教授） 

 

 

吉川  洋（立正大学学長） 

 

◎は座長 

 

【オブザーバー】 

 

美添 泰人（青山学院大学経営学部プロジェクト教授） 

 

 

  

別紙 
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厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）有識者懇談会 開催実績 

 

 

第１回  令和元年７月 22日 

（１）統計の重要性について 

（２）今回の統計問題について 

（３）再発防止及び統計行政のフロントランナーとなるための取組に向けた意

見交換等 

 

 

第２回  令和元年８月２日 

（１）各種報告等における再発防止策のポイントについて 

（２）第１回有識者懇談会を踏まえた論点整理（各委員の主な意見）について 

（３）厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）の策定に向けた提言項目（案）

について 

（４）その他 

 

 

第３回 令和元年８月 20日 

（１）厚生労働省統計改革ビジョン 2019（仮称）の策定に向けた提言（案）に

ついて 

（２）その他 
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厚生労働省統計改革ビジョン２０１９
工程表

令和元年１０月８日 厚生労働省

※ 厚生労働省統計改革ビジョン2019については、工程表に基づき、継続的に改革の進捗管理を行う。
また、学識経験者等による統計改革を推進するための検討会を設置し、工程表の進捗状況を確認（年２回）するとともに、
順次工程表の見直しを行うものとする。 ～ ビジョン【第４章 統計改革の推進体制、ビジョンのフォローアップ】 ～

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度） ２０２２年度（令和４年度）～

統計改革を推進するための検討会を開催
工程表の進捗状況のフォローアップ（年２回）

適宜、ビジョン及び工程表の見直し

統計改革を
推進する

ための検討
会の位置付
け、体制の
確定

厚生労働省
統計改革ビ
ジョン2019
の策定
【8/27】

工程表の
策定
【10/8】

有識者懇談
会における
検討。

提言とりまと
め

【8/20】
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（１）取組内容
○ 統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的なガイドラインを作成する。

○ ガイドラインに定められたルールに基づき、データの保管状況や、記録の保存状況、統計の利活用状況等を定期的に点検を行う。調査実施機関
との連携確保を図りつつ、調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確認する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）も定期的に実施する。

○ 計画との乖離や誤りなどを関係者や第三者が発見した場合の相談窓口を整備するとともに、統計の誤りを発見した場合等は迅速かつ適切に
対応手順に基づき対応する。

１．統計業務の改善（その１） ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施
～ビジョン「第2章２．（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等～

【ガイドラインに盛り込む事項】

②定期点検のルール化及びチェックリストの策定
・ 調査計画の履行状況、回収率等の調査精度に関する事項、
利活用状況等に関する調査実施後（又は定期的）の点検・評価
ルール
・ 推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計
プログラムに関する記録の「保存状況」
・ 調査員調査の業務の履行状況を確認する「コンプライアンス・
チェック」
等

①業務マニュアル：統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを
可視化
・ 調査計画の変更等に係る「承認権者」
・ 統計ユーザーの視点に立った情報公開（「公表ルール」）
⇒ 調査設計、標本抽出や復元推計の方法、目標精度・回収率等
・ 必要なデータや集計プログラムの「保存ルール」
⇒ 推計乗率の算出情報等の補助情報の記録保存なども含む。
⇒ 電子化、一元化等の推進方針も記載
・ 不正発覚時の「対応手順」 ⇒ 不正発覚時の相談窓口の設置
・ システム外注時等の発注ルール 等

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ 統計作成プロセスの透
明化を図るとともに、適正な
業務ルールに基づく業務遂
行（ＰＤＣＡサイクル）を徹底
することにより、統計の品質
保証を推進する。

・ 定期点検の実施実績
など

ガイドライ
ンで定め
るべき事
項の確定
【年度内】

標準的な
ガイドラインの

作成

ガイドライン等に
基づく業務の実行

コンプライアンスチェックに向けた
ルール等の検討・作成

【年度内】

コンプライアンスチェックの実施
（次年度以降、ガイドラインに
基づく取組として実施）

チェックリストに基づく
定期点検、フォローアップ

ＢＰＭＮ（※）の試行的実施

（２）スケジュール

※ ＢＰＭＮ（（Business Process Model and Notation）：業務プロセスの定義や描画法に関する国際標準。統計業務プロセスの可視化を目的として、標準的な業務フローを作成。 １

○基幹統計、一般統計、業務統計
に係るデータの保管状況、公表
ルール等の実態把握【１月頃まで】
○課題等の整理【１月頃まで】

第三者が誤り等を報告するための相談窓口を設置。迅速に対応

調査実施機関との意見交換等、関係者間の連携の確保

チェックリストの作成

個別マニュアル

個別マニュアル

個別マニュア
ルの作成
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今後の統計処理システム
等に係る調査研究の実施
（言語、システムの
共通化など）
【年内】

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度） ２０２２年度（令和４年度）～

①システム共通： 今後の移行方針を検討・確定した上で、順次、優先順位を付けながらシステムの見直しを実施

②毎月勤労統計システム：優先して移行方針を決定。速やかにシステム改修を実施

（１）取組内容

○ 情報システムの適正化に向けた調査研究を実施（データの一元的保存も含む。）し、毎月勤労統計で用いられている
ＣＯＢＯＬをはじめ、レガシー化したシステムからの脱却を図る。

○ ＡＩ、ＲＰＡなどの導入に向けた調査研究の実施とその結果を踏まえたシステムの適正化を実施する。

○ 併せて、ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し及びシステムを用いたエラーチェックの徹底を推進する。

２．統計業務の改善（その２） 情報システムの適正化
～ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（３）システムの見直し」等～

（２）スケジュール

２

○基幹統計、一般

統計、業務統計に

係る集計システム

等の実態把握

（調査を実施）

【１月頃まで】

○ブラックボックス化

したシステムの

洗い出し

【１月頃まで】

システム
構築

AIやRPA（※）などの導入に向けた調査研究

次年度に実
施する調査
研究の課題、
範囲等の
確定

【年度内】

今後の

移行方針
の確定
【年度内】

移行方針の先行確定
具体策の決定（要件定義
作成まで）【年度内】

本格移行

目標・指標等
○ 汎用性が高く、容易に改修等ができるシステムへの計画的な移行を図るとともに、職員等による手作業の
デジタル化、被調査者の負担軽減・利便性向上など、業務の正確性の確保及び省力化・効率化を推進する。

試行・
検証

※ ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：自動化ロボット。

実機検証：候補を数種類に絞った上で、実機を用いて検証を行うこと。
要件定義：作成するシステムが持つべき機能等を明確にすること。

要件定義 システム構築 本格移行施行・検証

実機検証
要件定義
作成

システム
構築

本格
移行

試行・
検証

今後の移行方針に即し、優先順位を
付けながら、順次見直しを実施
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２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ 外部有識者の活用、職員の
適正配置の推進等により、閉
じた組織からの脱却を図ると
ともに、統計審査体制を強化
する。

○ 職員の資質・能力の向上を
図り、統計のスペシャリスト
など統計人材を計画的に育成
する。
・ 研修の延べ受講者数
・ レベル別受講者数 など

３

（１）取組内容
①組織改革・体制整備関係
○ 統計審査体制の強化やガバナンスの強化を図るため、政策部局が作成する統計の相談・支援体制の整備、統計分析審査官の配置、
第三者が誤りなどを発見した場合の相談窓口の設置【再掲】など、組織・体制の整備を行う。

○ 「開かれた組織」、「外部チェック機能」の強化、「統計の改善等」に努めるため、外部有識者の活用、政策所管部局との人事交流を推進する。
併せて、統計幹事（政策統括官）を補佐する専門家を配置する。

○ 統計リソースの拡充に向け、計画的な職員採用や定員・予算の確保を図る。

②人材育成・研修の充実関係
○ 統計担当職員のみならず、全職員や幹部職員に対する段階的な研修の体系を整備するため、統計データ作成・活用・分析能力の向上に
向けた「人材育成基本方針」の見直しを行うとともに、計画的かつ体系的な研修を実施する。

○ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等）を整備するとともに、統計人材の計画的な
キャリアアップを推進する。

３．組織改革・研修の拡充等
～「第２章１．組織の改革とガバナンスの強化」、「第２章３．統計に関する認識・リテラシーの向上」等～

（２）スケジュール

研修実施

第三者が誤り等を報告するための相談窓口を設置。迅速に対応【再掲】

企画官配置（民間）【１０月～】

新体系による計画的な研修実施
（研修の実施を踏まえ、

研修メニュー、体系等を修正）

企画官（民間）に加え、統計幹事を補佐する専門家を配置

【組織改革・体制整備関係】

【人材育成・研修の充実関係】

人材育成基本方針の見直し
（研修体系の再整理）【年度内】

統計人材プロファイルの整備 統計人材の計画的なキャリアアップを推進

政策所管部局・他省庁等との人事交流の拡大、関係機関との連携
組織定員要求・予算要求 等

統計分析審査官の配置【７月～】 統計分析審査官による分析的審査等の推進

職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し

計画的な研修実施
（研修の実施を踏まえ、

研修メニュー、体系等を修正）

定員・予算の確保 定員・予算の確保
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（１）取組内容
○ 調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進に関する広報の充実を行う。

○ 調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進に関し、有識者委員からなる「データ利活用検討会（仮称）」を設置し、
データ利活用に係る課題等への対応方法や、二次利用者等からの意見を踏まえた利用促進策の検討を行う。

○ この際、マッチングキーなどの情報の利活用の可能性や、外部からの情報提供依頼への対応策等も併せて検討する。

※ データの保存ルールについては、１．ガイドライン作成において整理するとともに、２．システム見直しに係る調査研究に
おいて、データの一元管理ができるような保存先、保存方法等について検討し、順次、対応を行う。

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ データの利活用の促進を図る
とともに、研究者等の外部有識
者や第三者の意見等を踏まえ、
適宜、統計の改善を図る。
・ 調査票情報の二次利用件数
など

調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進、広報の充実

○有識者委員からなる
「データ利活用検討会」

の開催

○具体的な利活用促進
策の検討

○省内における調査票
情報、行政記録情報
の利活用状況の把握
【１月頃まで】

○課題等の整理
【１月頃まで】

利活用促進策の実施

（利活用の一層の促進、広報
の充実）

４．データの利活用・一元的な保存の推進
～「第３章１．（１）個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進」、第３章２．（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討」等～

（２）スケジュール

４

検討会の
課題、委
員の構成
等の確定
【年度内】

【データ利活用検討会関係】

利活用

促進策の
決定

【年度内】

※ １．ガイドライン作成、２．システム見直しとも適宜連携
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２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ＥＢＰＭの実践による政策
立案の推進
・ 対象施策数 など

○ 若手・中堅職員が高い分析
手法を習得することにより、
証拠に基づく政策立案を一層
推進できる職員の養成を図る。
・ 分析成果（レポート等）
の公表本数

・ 省内若手・中堅プロジェ
クトチームの開催回数

など

外部有識者によるＥＢＰＭ
の実施状況の検証等

５

（１）取組内容
○ 現状や政策課題を迅速かつ的確に把握し、有効な対応策を選択し、その効果を検証するため、厚生労働省を挙げて、
証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ：Evidence Based Policy Making）を実践する。

○ こうした取組と並行し、データの利活用の促進並びに若手・中堅職員の分析手法の習得を主たる目的として、省内有志
による省内若手・中堅プロジェクトチームを設置し、各局担当者による分析等を行った上で、その結果を、白書や審議会
資料等に活用するほか、ＨＰ等でレポートを公表する。

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進
～「第３章１．（２）EBPMの推進（EBPMの実践を通じた統計の利活用の促進）」等～

メンバー等を入れ替えた上で
新たな取組を推進

省内若手・中堅
プロジェクト
チームの設置
【年内】

○プロジェクトチームにおいて順次、
ロジックモデルを作成し、分析結果を発表

○精査が済んだものから、順次、
ＨＰ等において成果を公表

外部有識者によるＥＢＰＭ
の実施状況の検証等

（２）スケジュール

ＥＢＰＭに係る相談窓口
（シンクタンク職員によるＥＢＰ

Ｍよろず相談窓口）の設置
【７月～】

勉強会の開催、
分析テーマの

決定
【年度内】

【省内若手・中堅プロジェクトチーム関係(人材養成）】

ＥＢＰＭの実践
（各局１施策ずつ）

ＥＢＰＭの対象施策の拡大
（新規事業、モデル事業、大幅
見直しの施策を原則対象に）

ＥＢＰＭに適した施策の
更なる対象拡大、
政策立案への反映

【ＥＢＰＭの実践関係】

ＥＢＰＭよろず相談窓口において、各局からの問い合わせに順次対応
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（参考）

厚生労働省統計改革ビジョン２０１９の関係記述

６38



１．工程表の作成、進捗状況の管理
〇 本ビジョンの内容は多岐にわたるものである。統計改革の推進は、すぐに実行するもの、
令和２年度に向けた予算・機構定員要求で対応するもの、中長期的に取り組んでいくものと
いったように実現に要する時間・費用などに応じて 整理した工程表を作成するとともに、
当該工程表に基づき、 継続的に、改革の進捗管理を行う。（第４章１）

２．常設の検討会の設置

〇 厚生労働省は、所管する公的統計に関連し、普段から統計や経済の専門家の意見を聞く機会が
少ないのではないか、との指摘があったことも踏まえ、厚生労働省所管統計の 適正化や更なる
進化のためには、厚生統計・労働統計ともに、こうした学識経験者や有識者との関係性の構築を、
一過性のものではなく、継続的なものとしていく必要がある。

〇 このため、外部有識者の目により定期的に厚生労働統計のあり方等について点検を行う観点から、
学識経験者等による常設の検討会を設置する。当該検討会においては、「厚生労働省統計改革
ビジョン2019」の進捗状況を確認するともに、厚生統計・労働統計ともに、更なる改革を行って
いくものとする。

〇 その際、厚生統計については既に社会保障審議会統計分科会がある一方、労働統計については
そのような審議会組織が存在しないこと、一方で、統計のあり方を検討していく際には、公労使に
よる合意形成には馴染みにくいことなども踏まえ、統計のあり方を考えるのに相応しい検討会の
あり方を、厚生労働省において検討する。（第４章２）

７

（表紙）
～ ビジョン「第４章 統計改革の推進体制、ビジョンのフォローアップ」等 ～
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８

１．業務マニュアル関係
・ 総務省が作成・提供する標準的な業務マニュアルを踏まえ、統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的な業務マニュアルを作

成し、そのルールに基づいた業務遂行を実践する。なお、業務マニュアルの整備に際しては、チェックリスト方式など、経験年数の少ない職員でも使いやすいも

のとするよう心がけるものとする。また、業務マニュアルの改訂に際しては、その考え方や履歴を保存していくことを原則化する。（第２章２（２）①）

・ また、対応手順には、調査計画の変更や、プログラム、結果表等各種成果物に関する承認権者（専決区分）を示すこととする。（第２章２（２）②）

・ ブラックボックス化しやすい調査設計、標本抽出や復元推計の方法、事後検証にも必要となる目標精度・回収率等（母集団及び標本の規模に関する情報を含

む。）などについては、詳細な調査内容を公開する。（第２章２（１））

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログラムの保存ルール

を整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化するとともに、（１）の統計ユーザーの視

点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））

２．定期点検関係
・ データの保管状況や、記録の保存状況など、業務マニュアルのチェックリストに基づいて、定期的に点検を行う。プログラムの修正に当たっても、予め策定さ

れたチェックリストに基づき、複数人チェックの徹底を図る。（第２章２（２）②）

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログラムの保存ルール

を整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化するとともに、（１）の統計ユーザーの視

点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））【再掲】

毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握できていなかったことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における影響の確認に

時間を要した。このため、統計の利活用状況を定期的に確認するとともに、統計委員会の建議を踏まえ、今後、整備が見込まれる誤り発見時の対応ルールに則り、

統計の誤りを発見した際はその影響を迅速・正確に把握して適切に対応する。（第２章２（２）②）

・ 調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確保する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）を導入する。（第２章２（５））

○ 統計幹事である政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）の下で、調査計画の履行状況、回収率等の調査精度に関する事項、利活用状況等について、調査

実施後（又は定期的）に点検・評価を行うことをルール化する。（第３章１（５））

○ この際、政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）部局は、有識者と連携し、経済・社会の変化に対応し、時代に合わなくなった統計、調査項目の廃止等

の見直しや時代に即した調査項目等の積極的な検討などを担当部局任せにせず、不断の見直しを進める。（第３章１（６））

３．不正発覚時の対応手順関係
・ 統計調査の内容や手法に計画との乖離や誤りなどを関係者や第三者が発見した場合、速やかに問題を報告し、迅速に対応するためのルール化を行い、実行する

ための体制（相談窓口等）を整備する。（第２章１（１））

・ ①の業務マニュアルには、誤りを早期に発見するためのチェック方法や誤りを発見又は外部から指摘された場合の手順（組織内情報共有ルール等）を盛り込む

こととする。（第２章２（２）②）

毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握できていなかったことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における影響の確認に

時間を要した。このため、統計の利活用状況を定期的に確認するとともに、統計委員会の建議を踏まえ、今後、整備が見込まれる誤り発見時の対応ルールに則り、

統計の誤りを発見した際はその影響を迅速・正確に把握して適切に対応する。（第２章２（２）②）【再掲】

４．その他
・ 統計調査員による適切な調査を実施するための措置として、適正な事務手引き等の整備や研修の充実等について検討する。（第２章２（５））

１．ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施 関係
～ ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等 ～
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９

１．情報システムの適正化
・ 「ブラックボックス化」したシステムを有する統計においては、仕様書等を早急に整備し、汎
用性が高く、容易に改修等ができるシステムへの計画的な移行を早急に検討する。（第２章２
（３）①）

・ 併せて、幹部職員や人事異動後の職員でも容易にコンピュータ処理の内容が理解しやすいアー
キテクチャ（設計概念）のあり方や事務手順書等を検討するとともに、使いこなせる職員の養成
にも努める。（第２章２（３）①）

２．ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し
・ ＩＣＴを最大限活用して、調査票の回収、エラーチェック等の審査・集計、公表等の一連のプ
ロセスにおいて可能な限り職員等による手作業のデジタル化を推進する。（第２章２（３）②）

・ また、被調査者の負担軽減・利便性の向上を図り、調査票の回収率・記入率の向上を通じた正
確性の確保及び都道府県等調査実施機関の事務負担軽減のため、オンライン調査の導入、オンラ
イン回答率の向上等を推進する。（第２章２（３）②）

○ 国・地方における業務の効率化等につながるＡＩやＲＰＡ（自動化ロボット）の導入に向けた
調査研究を推進する。（第３章１（４））

３．システムを用いたエラーチェックの徹底
・ ＩＣＴを最大限活用して、組織やプロセス間でデータの欠落や転記ミス等の誤りが発生しない
ようなシステムの見直しを検討するとともに、システムによるエラーチェック等が可能な限り実
現されるよう、次期統計処理システムの見直しを検討する。（第２章２（３）③））

４．その他
○ 今回の事案の再発を防止するため、「（３）システムの見直し」における業務のＩＣＴ化を進
めるとともに、現在の業務の「棚卸し」をした上で、業務処理の流れを分析し、徹底した業務効
率化に努めていくものとする。（第２章２（３）③）

２．情報システムの適正化 関係
～ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（３）システムの見直し」等～
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１０

１．組織・体制の整備
厚生労働省の統計幹事（政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当））の下に、調査内容の抜本的な見直し、調査手法や統計作成プロセス・システムの抜本的な

見直しなどを行う改革のエンジンとなる企画担当や、政策部局が統計を作成する際の相談・支援窓口を計画的に整備する。さらに、統計審査担当体制の強化など必要
な体制整備を図ることを通じて、統計幹事が、統計改革の司令塔としての役割を果たし、統計幹事の責任の下、ＰＤＣＡサイクルの確実な実行によるガバナンスの強
化を図る。（第２章１（１））
内閣官房の指示の下、厚生労働省に配置された分析的審査担当官は、調査結果の分析的審査、調査設計等の変更時の影響分析に加え、結果数値等の誤り発見後の原

因分析と再発防止策の検討状況の管理等を実施する。（第２章１（１））
〇 外部有識者の目により定期的に厚生労働統計のあり方等について点検を行う観点から、学識経験者等による常設の検討会を設置する。当該検討会においては、「厚
生労働省統計改革ビジョン2019」の進捗状況を確認するともに、厚生統計・労働統計ともに、更なる改革を行っていくものとする。（第４章２）

〇 その際、厚生統計については既に社会保障審議会統計分科会がある一方、労働統計についてはそのような審議会組織が存在しないこと、一方で、統計のあり方を検
討していく際には、公労使による合意形成には馴染みにくいことなども踏まえ、統計のあり方を考えるのに相応しい検討会のあり方を、厚生労働省において検討する。
（第４章２）

２．外部有識者の活用を含めた人事交流の推進
・ 統計の改善等に向け、厚生労働省内においても外部人材の積極活用を図る。その際には、適切な処遇の確保に努めるとともに、採用された外部人材は、統計改革

や、統計の見直しに向けた厚生労働省の統計幹事の補佐などを担当する者とする。（第２章１（２））
・ 統計学者や統計を十分に利用している経済学者などの外部の専門家と、常に協力・相談できる体制を構築する。（第２章１（２））
・ また、統計の業務改善を行う場合には、統計に精通するコンサルティング会社やシステム開発を行う業者の活用などを検討する。（第２章１（２））
・ 作成された統計がどのように利活用されているのか、ユーザーの視点に立った統計の作成に資するため、省内の政策所管部局との人事交流（送り出し）を行い、

人材育成を図る。（第２章３（２））
・ 他府省、民間の研究機関等との人事交流や国内外の大学・大学院への留学機会の付与等により、先進的な技能・知見の習得や相互研鑽機会の拡充の機会を設ける。

（第２章３（２））
・ 外部人材の積極活用や、統計学者、経済学者などの外部有識者との積極的な交流などを通じて、「開かれた組織」への変革を図る。（第２章３（２））

３．統計部門のリソースの拡充
・ 不断の業務の効率化や研修の充実等を行うとともに、統計業務に専念する、統計学や経済学などの専門性を有する人材の確保をはじめとした、計画的な職員採用

や定員の確保を図る。（第２章１（３））
・ 人材の育成には一定程度の期間を有するため、即戦力となる外部人材も積極的に活用する。（第２章１（３））
・ 人材の確保と同様に、再発防止や統計改善の観点で必要となる予算をきちんと確保する。（第２章１（３））

４．研修の実施
統計担当職員を対象に、統計の基本知識や調査方法論をはじめとして、情報技術の知識や、統計法令に関する研修の強化を図るとともに、段階的な研修体系の整

備を行う。さらに、中核的な統計人材を育成するため、長期研修等を受講しやすい環境の整備についても検討を行う。（第２章３（１））
・ 本省全職員を対象とする統計の基礎知識の習得や利活用の促進等に関する研修、幹部職員に対する統計リテラシーの向上、ガバナンスの強化等に関する研修を体
系的に整備し、計画的な受講を推進する。（第２章３（１））

５．職員のキャリアパス形成の見直し
・ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等）の整備等により、統計人材を計画的にキャリアアップさせ、統計
職員が安心して業務を遂行し、誇りを持てるようなキャリアパスを策定する。（第２章３（３））
統計調査担当に統計業務経験者を配置し、とりわけ、基幹統計など重要統計は統計業務経験者を中心に作成することを基本とする。重要統計は統計のスペシャリス

トを計画的に育成し、担当させる。（第２章３（３））
統計の専門知識や業務経験が評価されるような人事運用・仕組み（処遇等）を検討する。（第２章３（３））

３．組織改革・研修の拡充等 関係
～「第２章１．組織の改革とガバナンスの強化」、「第２章３．統計に関する認識・リテラシーの向上」等～
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１１

１．データ利活用の推進

○ 統計情報や行政システムの設計・利用環境の改善について、外部の意見を取り入れる仕組みとして、データ利活用検討会（仮称）の設置を検

討する。（第３章２（１））

○ この際、個票データの活用に当たっては、厚生労働省が所管する基幹統計、一般統計、業務統計同士のマッチングキーなどの情報も保管し、

個人情報の保護に留意しつつ、相互に利用可能なものとするよう検討する。（第３章２（１））

・ 統計データの利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに、結果数値等の誤り発見の観点からも有効である。また、作成したデータが第三者

に利用される可能性があることは、日常業務に緊張感を持って取り組む要因ともなる。このため、個票データの一層の有効活用に向けた取組を

推進する。（第３章１（１））

・ この際、基幹統計や一般統計の個票データのみならず、行政記録情報の利活用の促進に向け、省内の行政記録情報や業務統計の所管課室も利

活用の推進を図るものとする。（第３章１（１））

・ 調査票情報の二次利用を一層促進するとともに、統計等データの公表に当たっては、利用しやすい形式での提供やオンサイト施設を活用する

など、利便性にも配慮した形態により実施する。（第２章２（１））

・ 行政記録情報の利用促進を図るとともに、研究者等が容易に利用できるよう、利用方法を周知するとともに、効率的な利用方法を早急に検討

する。（第２章２（１））

・ 外部からの情報提供依頼については、組織内で共有しつつ、速やかに対応していく必要があり、その具体策については、データ利活用検討会

（仮称）などを踏まえて積極的に対応していくものとする。（第２章２（１））

２．データ保存の徹底、一元化の推進の検討

・ 総務省が作成・提供する標準的な業務マニュアルを踏まえ、統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的な業

務マニュアルを作成し、そのルールに基づいた業務遂行を実践する。なお、業務マニュアルの整備に際しては、チェックリスト方式など、経験

年数の少ない職員でも使いやすいものとするよう心がけるものとする。また、業務マニュアルの改訂に際しては、その考え方や履歴を保存して

いくことを原則化する。（第２章２（２））

・ データの保管状況や、記録の保存状況など、業務マニュアルのチェックリストに基づいて、定期的に点検を行う。プログラムの修正に当たっ

ても、予め策定されたチェックリストに基づき、複数人チェックの徹底を図る。（第２章２（２））

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログ

ラムの保存ルールを整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化すると

ともに、（１）の統計ユーザーの視点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））

○ 厚生労働省が保有する統計等データを適切に保存するため、第２章の２（６）の取組のみならず、統計等データの一元管理が可能となるよう、

次期統計処理システムの見直しを検討する。その際、都道府県など国以外の主体が保有・管理しているため、永年保存されていない調査票情報

等や、出先機関が保有・管理している調査票情報等についても、国に集約して保存できるよう検討する。（第３章１（３））

３．その他（ＥＢＰＭとの連携など）

○ こうした取組の実施に当たっては、各局が所管する一般統計等も含めて検討するとともに、（１）の個票データの一層の有効活用、（２）の

ＥＢＰＭの推進の動きとも連動したものとし、統計情報へのアクセシビリティを高めるものとする。（第３章１（３））

４．データの利活用・一元的な保存の推進 関係
～「第３章１．（１）個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進」、第３章２．（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討」等～
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1２

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進 関係
～「第３章１．（２）EBPMの推進（EBPMの実践を通じた統計の利活用の促進）」等～

〇 厚生労働省を挙げて、ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用を推進する。具体的に
は、外部有識者の力を借りつつ、省内にモデル事業などの効果検証を行うプロジェク
トチームを設置する。また、こうした取組を通じて、実際に、ＥＢＰＭを実践する。
併せて、ＥＢＰＭに関する調査研究を推進する。（第３章１（２））

○ こうした取組（データの一元管理の推進）の実施に当たっては、各局が所管する一
般統計等も含めて検討するとともに、（１）の個票データの一層の有効活用、（２）
のＥＢＰＭの推進の動きとも連動したものとし、統計情報へのアクセシビリティを高
めるものとする。（第３章１（３））
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令和４年８月 10 日 

統計委員会 
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厚生労働省統計改革工程表

令和４年12月 厚生労働省

※ 本工程表は、「厚生労働省統計改革ビジョン2019」に基づき、「公的統計の総合的な品質向上に向けて」（令和４年８月１０日
統計委員会建議）も踏まえて、継続的に改革の進捗管理を行うために策定したものである。

学識経験者等による統計改革を推進するための検討会において、工程表の進捗状況を確認（年１回）するとともに、
必要に応じて工程表の見直しを行うものとする。

令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度

｢厚生労働省統計
改革ビジョン2019｣
及び｢工程表｣の策定

｢工程表｣
の改定

１

統計改革を推進するための検討会を開催
工程表の進捗状況のフォローアップ（毎年）
適宜、工程表の見直し

105



令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

１．統計業務の改善（その１） ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施
～ビジョン「第2章２．（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等～

（２）スケジュール

統計作成プロセスの透明化を図るとともに、適正な業務ルールに基づく業務遂行を徹底することにより、統計の品質保証を推進する。

業務マニュアル等
に基づく業務遂行

標準ガイドラインについて毎年度定期的に改定を検討
ＰＤＣＡサイクルの点検結果、コンプライアンスチェックの実施結果、
業務マニュアル策定状況等を踏まえて、改定を検討

【基幹統計】

既存業務マニュアルの確認･
改定（※１）

標準ガイドラインの作成

（１）取組内容

○ 統計業務の一連のプロセス(統計の企画から集計･公表､データ保管等)を可視化した「厚生労働省統計標準ガイドライン｣（以下「標準ガイドライン」と

いう。）等をもとに、統計ごとの業務マニュアルを策定・改定する。

○ 統計幹事の下、PDCAサイクルに基づき、調査計画の履行状況等について点検･評価と結果の公表等を行う。これらの取組を通じて、統計担当

課室が、調査計画やマニュアル等に基づいて業務を遂行する体制の整備を進める。

また、第三者からの報告を含め、調査計画との乖離や統計誤りを発見した場合等は、対応手順に基づき、迅速かつ適切に対応する。

○ 統計調査の円滑な実施のため、調査実施機関（地方公共団体や民間事業者等）との連携を確保する。

統計実施計画書の試行
作成(８統計)

業務マニュアルの改定は随時実施

標準ガイドラインを統計作成ガイドブック（総務省）
等を踏まえ改定（※１）

【一般統計】

既存業務マニュア
ルの確認 無

有

【①標準ガイドライン･業務マニュアル等に基づく業務遂行】

※１ 建議を踏まえた変更管理の取組、遅延調査票の取扱い等の明記については令和４年度から実施。なお、内閣官房等が示す「ひな形」に沿って誤り発見時の対応ルールを改定し、それに基づき、成果物等の作成・保存・管理等を行う。

標準ガイドラインを踏まえ改定

標準ガイドラインを踏まえ策定

業務マニュアルに記載されていない例外措置や記載された対応以外の対応について、マニュアルの改定・追記を随時検討

PDCAサイク
ルによる反映

反映
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令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

１．統計業務の改善（その１） ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施
～ビジョン「第2章２．（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等～

統計作成プロセスの透明化を図るとともに、適正な業務ルールに基づく業務遂行を徹底することにより、統計の品質保証を推進する。

調査実施機関との意見交換等、関係者間の連携の確保（都道府県統計担当者との連絡会議等）

コンプライアンスチェック（５調査について試行実施）

令和７年度以降も継続

省内すべての統計調査について点検･評価を一巡（令和２年度～６年度）

点検･評価･公表 点検･評価･公表 点検･評価･公表点検･評価･公表

コンプライアンスチェック（本格実施）

点検･評価･公表

効率的
効果的
実施方
法の検
討

第三者が誤り等を報告するための相談窓口の設置

３

※２ 基幹統計調査については、業務マニュアルについて各業務プロセスの業務内容に対応しているか、業務マニュアルで定めている成果物や業務記録が作成・保存されているか、共有の範囲や方法は適切かを確認する。

【②ＰＤＣＡサイクルに基づく点検･評価等】

【③調査実施機関との連携確保】

令和４年度後半以降、建議を踏まえ、業務マニュアルの記載内容等を確認する
（※２）とともに、遅延調査票の取扱い、公文書管理法のルールに沿った行政
文書の取扱いについて点検

業務マニュアル
への反映

標準ガイドラインを改定、

業務マニュアルに反映
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令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

現行統計処理システム（保守・運用）
※ システムによるエラーチェック、統計表編集・出力

２．統計業務の改善（その２） 情報システムの適正化
～ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（３）システムの見直し」等～

汎用性が高く、容易に改修等ができるシステムに計画的に移行するとともに、デジタル技術を活用することにより、被調査者の負担軽減と利便性向上を
図るとともに、職員による手作業の削減と正確性の確保、業務の効率化を推進する。

【②毎月勤労統計システムの見直し】

旧集計システム（COBOL）と
新集計システム（C++）の

並行稼働
新たな集計システム（Ｃ++)を中心とした処理

（１）取組内容

○ 職員が各種統計の審査・集計に利用する厚生労働省統計処理システム（共通システム）（注）については、より汎用性が高く、容易に改修等が

できるシステムとすべく、次期システムの開発に向けて取組を進めているところであり、令和８年１月からその運用を開始できるよう、開発等を行う。

あわせて、既存の統計作成業務を棚卸しし、業務を効率化した上で、次期システムへの移行をスムーズに進める。

○ 毎月勤労統計調査については、より汎用的なプログラム言語による集計処理への移行を進める。

○ 厚生労働省統計処理システムを用いたエラーチェック等を徹底。

（２）スケジュール

【①厚生労働省統計処理システムの見直し】

次期統計処理システムの開発･移行

※クラウドへの移行（柔軟なシステム改修･新機能の追加）

※ ノンプログラミングツールの導入（独自言語･レガシー言語による業務処理の見直し） 等

統計作成業務の棚卸し、業務効率化の検討

要件定義

次期システムの
在り方研究実機検証
（PoCの実施）

要件定義・工程管理
の調達手続

設計・開発の
調達手続

移行作業

次期システム

運用開始

（令和８年１月～）

工程管理

設計・開発 試行運用開始

４

移行

より汎用的な
集計システム（C++）

の構築

（注）厚生労働省統計処理システムは、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）において実施される統計調査の審査・集計などを行うシステムである。
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令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

・統計データアナリスト・統計データアナリスト補の育成･配置

３．組織改革・研修の拡充等
～「第２章１．組織の改革とガバナンスの強化」、「第２章３．統計に関する認識・リテラシーの向上」等～

（２）スケジュール

・開かれた組織への変革等 ： 企画官（民間）の配置（令和元年度～）、統計部局と政策部局、他府省との人事交流、外部の専門家と相談できる体制の整備（検討会の開催など）

・重大事象を含む統計誤り発生防止のための体制確保 ： 統計分析審査官の配置（令和元年度～）、実務経験のある職員の適正配置等

｢開かれた組織｣への変革と｢外部チェック機能の強化｣等に向けた取組を進める。また、統計人材の計画的な育成に取り組み、統計部局を中心に省内の
統計業務の実施体制の充実を図るとともに、研修等を通じて幹部を含む全職員の統計リテラシーの向上等を図る。

（１）取組内容

○ ｢開かれた組織｣への変革等を進めるため、民間人材の活用や省内外の人事交流、外部専門家と相談できる体制の整備等の取組を継続する。

○ 政府全体で育成を進める｢統計データアナリスト｣・｢統計データアナリスト補｣について、統計部局を中心に計画的育成に取り組み、政策部局の統計

業務について技術的支援等を行うことのできる体制の整備を進める。

○ 品質を優先する組織文化や風通しのよい職場環境を形成するとともに、誤りの発見・報告及び対応を適切に行った職員を積極的に評価する。

○ 統計に関する専門知識の習得や職員が統計部門を支える意識を持つよう動機付けを行うための計画的･体系的な研修や、幹部を含む全職員の

統計リテラシー向上を図るための研修を充実する。また、統計人材プロファイルを整備･活用し、研修の受講や人事配置等を通じ、統計人材の計画的な

キャリアアップを推進する。

総務省研修の受講促進、総務省OJT研修への職員派遣、統計人材プロファイルを活用したアナリスト等の育成・配置検討

アナリスト等を中心に省内
の統計業務を遂行する体制
の確保（※１）

・人材育成基本方針に基づく計画的な研修の実施

基本方針に基づく
研修の実施

次期基本方針に基づく
研修の実施受講者のアンケート等を踏まえ、

必要に応じて基本方針の見直し
基本方針に基づく

研修の実施
基本方針の策定
（令和３年度）

５

・誤りの発見、報告及び対応を適切に行った者への評価の検討、実施

【①組織改革・体制整備】

【②人材育成・研修の充実】

※１ 令和８年度までに統計部局の各室にアナリスト１名、各統計調査にアナリスト補１名を配置予定。

総務省が新たに行うレベル別研修等を踏まえ、研修内容を充実レベル別研修・役職別研修等の実施・充実（※２）

統計人材プロファイルを活用した統計人材の計画的育成・配置統計人材プロファイルの整備

※２ 統計に関する知識の習得をはじめ、品質管理の重要性や誤り発生時の対応ルール等を取り上げている。

統計処理システムの刷新に対応した研修の実施

次期基本方針の策定
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令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

４．データの利活用・一元的な保存の推進
～ビジョン「第３章１．（１）個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進」、「第３章２．（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討」等～

（２）スケジュール

利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに、結果数値等の誤り発見の観点からも有効であることから、オンサイト施設や匿名データの活用なども含め、
統計データの一層の利活用の促進に向けた取組を推進する。

世帯調査の匿名データの

作成･提供
事業所調査の匿名データの作成･提供

データ利活用
検討会で、
利活用促進策
を取りまとめ

【①二次的利用の促進】

【②行政記録情報の活用等】

データ利活用検
討会で、行政記
録情報の活用を
取りまとめ

（１）取組内容

○ 統計データの利活用の促進を図るため、｢データ利活用検討会｣(令和３年２月報告書)で取りまとめられた利活用促進策（手続に係る支援体制の

充実検討、広報の充実､オンサイト施設の活用）等を引き続き進める。

○ プレプリントの導入（行政記録と重複する情報をあらかじめ調査票に印字）による被調査者の負担軽減等、行政記録情報の利活用の検討を進める。

さらなる活用に向けた検討・可能なものから実施

連結やマッチングキーについて
ニーズの把握

ニーズを踏まえて連結やマッチングキーの整備方針の検討・可能なものから実施

届出情報を活用した
プレプリントの検討・導入

利活用促進策の実施（HPの改善（FAQの充実等）、潜在的な利用者への周知）

・個票データの二次利用に係る手続の効率化、情報提供の充実

具体的な方策を可能なものから実施手続に関する支援体制の充実検討

・統計調査における行政記録情報の活用の検討

・統計調査の連結やマッチングキーの検討

・個票データのオンサイト施設への登録の充実

利用実績等を踏まえつつ、提供する年次を追加等

・匿名データの作成・提供

６

それまでに登録した統計調査について、保管する全ての個票データを追加
※それ以外の統計調査については、利用実績等を踏まえつつ、提供

主な基幹統計調査の直近20 年分、ニーズの高い一般統計調査の登録
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令和３（2021）年度
までの取組

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
以降

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進
～ビジョン「第３章１．（２）EBPMの推進（EBPMの実践を通じた統計の利活用の促進）」等～

（１）取組内容

○ 現状や政策課題を迅速かつ的確に把握し、有効な対応策を選択し、その効果を検証するため、引き続き、厚生労働省を挙げてＥＢＰＭを実践する。

○ EBPMの基本的な考え方や実践的な知識を習得した人材を育成することを目的として、EBPM研修を実施する。

○ こうした取組と並行し、データの利活用の促進及び若手・中堅職員の分析手法の習得を主たる目的として設置した、省内有志による若手・中堅プロ

ジェクトチームの構成員（経験者を含む。）を段階的に拡充する。また、サブチームを設置し、行政記録情報等を活用して分析等を行った上で、その

結果を厚生労働省ＨＰ等で公表する。

（２）スケジュール

【①ＥＢＰＭの実践】

公募等によって毎年度構成員を入れ替え、段階的に構成員（経験者を含む。）を拡充
サブチームを設置し、順次、分析結果をＨＰ等で公表

分析結果の精査が済ん
だものから、順次、ＨＰ等
において公表

【②省内若手・中堅プロジェクトチーム】

ＥＢＰＭ実践担当者研修・ＥＢＰＭ基礎研修・ＥＢＰＭ応用研修の実施

外部有識者によるＥＢＰＭの実施状況の検証

ＥＢＰＭよろず相談窓口において、各部局からの問合せに順次対応

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナーを開催

一連の政策プロセス（政策の立案・評価・見直し）において、証拠に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making（以下「EBPM」という。）)の基本的な考
え方による取組が自然と行われるよう定着を進め、政府部内・部外における政策議論を通じて、政策の質の向上につなげる。

７

各種政策プロセス（政策の立案・評価・見直し）におけるＥＢＰＭの取組の実施

予算事業における実践（行政事業レビューシート等の活用）

新たな政府方針（ロードマップを含む。）に基づき、
ＥＢＰＭの取組を実施

行政事業レビューシートを活用したＥＢＰＭの実践（順次、対象事業を拡大）

効果検証・事業の改善事業実施

効果検証・事業の改善事業実施事業選定（新規事業等）

効果検証・事業の改善事業実施事業選定（新規事業等）効果検証・事業の改善事業実施

事業実施事業選定（新規事業等）

事業選定（新規事業等）

事業選定（新規事業等）
ロジックモデル作成・活用

事業選定（新規事業等）
ロジックモデル作成・活用

効果検証・事業の改善事業実施

※令和５年度以降のロジックモデルの作成・活用については、毎年度作成される政府方針を踏まえ取組方針を決定

反映
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令和４年12月２日

第５回 厚生労働省統計改革検討会

厚生労働省統計改革ビジョン2019工程表の進捗状況
（フォローアップ）について

資料２
委員のご意見を踏
まえ修正したもの
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１．ガイドラインの作成と
PDCAサイクルの着実な実施
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１．ガイドラインの作成とP D C Aサイクルの着実な実施

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容

4

① 標準ガイドライン関係

・ 基幹統計調査について、既存マニュアルの作成・共有・更新状況やボリュームなどの整備状況を確認し、ボリュームは

調査によって差異が認められたが、概ね適正に作成・共有・更新されていることを確認した。なお、前回点検時と比べ、

整備状況に改善が見られた。

② ＰＤＣＡによる点検・評価

・ 令和３年度は６調査について実施し、調査計画と差異のあった４調査において、令和４年度の調査計画変更承認申請に反映。

・ 令和４年度は23調査について実施予定であり、上期の段階で７調査について完了、12調査について確認中。

③ 統計作成プロセス診断

・ 総務省から派遣される統計監理官による統計作成プロセス診断を国民生活基礎調査（簡易調査年所得票）を対象に実施。

総務省の診断結果として好事例評価１項目及び助言・支援の可能性２項目が提示された。その助言・支援内容を踏まえ、

現在、自治体における調査の実施状況のより正確な把握について検討している。

④ コンプライアンスチェック

・ 令和３年度に実施したコンプライアンスチェック（国民生活基礎調査・毎月勤労統計調査）の結果をとりまとめ、適切に

調査が実施されていることを確認した。

・ 令和４年度のコンプライアンスチェックの対象となる２調査（世帯調査・事業所調査）を選定、実施方法を調整。
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１．ガイドラインの作成とP D C Aサイクルの着実な実施

① 標準ガイドライン関係

・ 一般統計調査について、既存マニュアルの作成・共有・更新状況やボリュームなどの整備状況を確認。

・ 統計作成ガイドブックの策定を踏まえ、厚生労働省統計標準ガイドラインを改定し、変更管理の取組、遅延調査票の取扱い等
を明記する。また、当該内容について、基幹統計調査の既存マニュアルにも明記するよう改定。

・ 業務マニュアルに記載されていない例外措置や記載以外の対応について、マニュアルの改定・追記を随時検討。

② ＰＤＣＡによる点検・評価

・ 令和４年度の確認中・未完了分の16調査について継続して点検・評価を実施。

・ 業務マニュアルの記載内容等を確認するとともに、遅延調査票の取扱い、公文書管理法のルールに沿った行政文書の取扱いに

ついて点検。なお、点検の際には総務省が作成した統計作成ガイドブックに付属しているチェックリストを修正・活用し、統計

作成業務がマニュアルどおり行われているか点検。

③ コンプライアンスチェック

・ 令和４年度に対象となる２調査において、コンプライアンスチェックを実施し、結果をとりまとめ。

・ 令和５年度以降の本格実施に向けて、コンプライアンスチェック実施計画及び実施要領を作成し、省内へ協議。

④ その他

・ 「公的統計の総合的な品質向上に向けて」（令和４年８月10日統計委員会建議）において、誤り発見時の対応ルールのひな型

に、再計算によるデータの復元可能性を高めるために常用として永年保存すべき資料の記載を追加するとされているため、

それを踏まえて厚生労働省内の誤り報告ルールを改定・周知を行い、改定後のルールに基づき対応。

（２）20 2２年度（令和４年度）下期の取組方針

5116



２．情報システムの適正化
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２．情報システムの適正化

① 厚生労働省統計処理システム

○ 実機を用いた概念実証（PoC）の実施

令和２年度の調査研究結果（移行方針）を踏まえ、次期統計処理システム環境におけるプログラム言語の動作保証、現行シ

ステムでの実行結果との同一性確保等を検証し、次期システム更改への課題解決へ繋げ、要件定義へ反映する。

【検証結果】

・ 厚労省の独自簡易言語に限らず、必要に応じて、文字コード変更やコンパイラ変更に伴うプログラムの修正が必要。

・職員作成プログラムの次期システムでのノンプログラミングツール化やＣ言語など高級言語への移行に向けて仕様の整理等

が必要。

・ SAMASツールやDICSツールからの移行だけでなく、文字コード変更やコンパイラ変更に伴う影響は、改修工数が大きいこ

とから、集計結果の再現性が求められる過去のデータ修正を行うための環境は、極力現行システムと同じ環境であることが望

ましい。

○ 令和４年度の調達支援及び工程管理支援業務の調達手続

令和３年度に調達手続を実施したが不調であったことから令和４年度に再度調達を実施。

② 毎月勤労統計システム

○ 全国集計移行・開発業務の実施

令和２年度の検討結果等を踏まえ、COBOLプログラムを中心とした集計処理から、汎用性が高く容易に改修等が可能なプログ

ラム言語による集計処理に移行するため、C++及びVBAによる集計処理プログラムの開発を実施。

○ 令和４年度の全国集計処理プログラムの運用支援業務の調達手続に向けて、予算額に応じ、支援の内容を精査。

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容
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２．情報システムの適正化

① 厚生労働省統計処理システム

○ 令和４年度の調達支援及び工程管理支援業務の調達手続

令和３年度に調達手続を実施したが不調であったことから令和４年度に再度調達を実施。

【調達仕様の見直し】

・ 次期システム運用開始を令和７年１月から令和８年１月に見直し。

・ 令和３年度における調達手続では、令和４年４月に契約し令和５年度予算要求に向けて要件定義・見積もり取得を実施する

という、契約後の当初作業が短期間で負荷が高いことが不調の要因になっていたため、令和４年度に実施する再調達では当該

期間を長く取れるよう契約時期を年内に見直し。

○ 職員作成プログラムの次期システムでのノンプログラミングツール化に向けた仕様の整理

実機を用いた概念実証（Poc）の結果を踏まえ、ノンプログラミングツール化に向けて必要な職員作成プログラムの仕様の整

理等をシステム開発（令和６年度）までに実施する。

② 毎月勤労統計システム

○ 全国集計移行

・ ＣＯＢＯＬとC++及びVBAによる集計処理プログラムにより並行運用を実施。

・ 差違が生じた場合は、外部事業者に運用支援を委託し、検証・修正を実施。

・ 令和5年1月分集計からC++及びVBAによる集計処理プログラムへ移行。

○ デジタル技術の活用

・ オンライン調査システム（政府統計共同利用システム）との連携強化のため、毎月勤労統計調査の電子調査票の仕様検討。

（２）20 2２年度（令和４年度）下期の取組方針
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※1 クラウド化,OS・CPU変更、関連ネットワーク接続、その他基本的な機能
※2 過去公表分のデータ処理を行うため、SAMAS・DICS（厚労省の独自簡易言語）の機能を当面維持する必要があるもの
※3 統計処理システムのサーバ上で運用される個別の情報システム（人口動態サービス、労働統計処理サービス、患者調査オートコーディング、介護給付費プログラムサービス）のこと
※4 予定される次期統計処理システムの環境において、プログラム言語の動作保証、現行システムでの実行結果との同一性確保等の検証作業を行うもの

令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度

運用・保守

予算要求

工程管理支援（R6までシステムメイン部分、R7まで個別サービス部分、R8までPGのツール化部分、R8は新サービス部分）

新サービス部分（R8年度開発分）・システムメイン部分※1
・PGのツール化部分

次期システムへ向けたPOC※4

開発（新サービスR8年度分）
開発（システムメイン部分）

試行運用開始（R7.4～）

省内LANシステム更改に伴う
現行統計処理システム改修

システム設計・開発

工程管理支援

調達支援・要件定義

開発（SAMAS・DICS移行部分）

予算要求・調達 設計・開発

個別サービスシステム部分※3

予算要求・調達 運用・保守延長（R5.4～R7.12）予定

予算要求・調達

本格稼働開始（R8.1～）

運用・保守

予算要求・調達
（各室で対応） 開発・結合テスト（個別サービスシステム部分）

各統計業務・PG関係部分

保存データ移行 予算要求・調達 データ移行（DB化）

【 現行統計処理システム関係 】
現行統計処理システム

運用・保守

【 次期統計処理システム関係 】

移行計画策定

保存データ移行関係

SAMAS・DICS移行部分※2

調査研究

次期統計処理システム
運用・保守

開発・移行（PGのツール化）

統計処理システムに係るスケジュール（見直し後）

調達

9
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３．組織改革・研修の拡充等
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３．組織改革・研修の拡充等

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容

11

① 組織改革・体制整備

・ 政府全体の新たな取組である統計データアナリスト・統計データアナリスト補について、令和８年度までにアナリスト10名、

アナリスト補34名を配置することとしており（※）、令和４年度上半期までにアナリスト２名、アナリスト補７名を育成。

※ 令和８年度までに統計部局の各室にアナリスト１名、各統計調査にアナリスト補１名を配置予定。

【参考：受講修了者】令和３年度下半期：アナリスト補（全３コース）６名

令和４年度上半期：アナリスト：２名、アナリスト補（全３コース）：９名

② 人材育成・研修の充実

・ 「厚生労働省における統計の人材育成基本方針」（令和３年６月７日）に基づき、職員が研修を受講しやすくするため、

eラーニング教材の充実を図りつつ、 令和４年度統計研修方針を踏まえた体系的な省内研修（レベル別研修、全職員・役職別研修、

プログラム研修）を実施。

・ 政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）内の職員を対象とした令和３年度統計人材プロファイルの更新。
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３．組織改革・研修の拡充等

12

① 組織改革・体制整備

• 政府全体の新たな取組である統計データアナリスト・統計データアナリスト補の育成。

• 誤りの発見、報告及び対応を適切に行った職員への人事評価方策の検討。

② 人材育成・研修の充実

• 「厚生労働省における統計の人材育成基本方針」（令和３年６月７日）に基づいた令和５年度統計研修方針を作成し、省内研修

（レベル別研修、役職別研修）を実施。

• 政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）内の職員を対象とした令和４年度統計人材プロファイルの更新。

（２）20 2２年度（令和４年度）下期の取組方針
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13

（参考） 令和4年度統計研修方針
スキルレベル別にみた研修コース

統計データアナリスト・統計データアナリスト補を育成するための研修
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（参考） 統計人材プロファイル

【整備目的】

①統計人材の計画的なキャリアアップ

計画的な人材育成、職員の統計スキルの向上に資する。

②資格保有者プロファイルの元データとして活用

統計データアナリスト等の資格保有者のプロファイルの元データとして活用

【プロファイル項目】

統計業務経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等

【プロファイルのイメージ】

14

参考１ 「厚生労働省統計改革ビジョン2019」 第２章 今回の統計問題の整理を踏まえた再発防止策 ３．統計に関する認識・リテラシーの向上
（３）職員のキャリアパス形成の見直し
○ 今般の事案では、統計業務に携わる担当者でさえ、統計の意義や重要性についての意識が備わっていないことなどの課題が浮き彫りになった。こうした点を踏まえれば、
統計職員の計画的な育成やモチベーションを高めていくため、以下のような取組を行う。

・ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等）の整備等により、統計人材を計画的にキャリアアップさせ、統計
職員が安心して業務を遂行し、誇りを持てるようなキャリアパスを策定する。
参考２ 総合的対策に基づく改革工程表 ステートメント６ タスク⑳ 府省内の統計作成の拠点となり、政策立案の支援もできる統計業務資格保有者（統計デー

タアナリスト・統計データアナリスト補)の配置を推進
・資格保有者は、統計部局に集中的に配置し、必要に応じて、政策部局の調査設計や調査実施管理、政策指標の改善や政策研究等に責任を持って携われる体制を
整備
・統計部局は、資格保有者のプロファイルを管理して、府省内の政策部局や政策研究所等に広く情報提供

経験

年数
在籍 統計調査 業務内容

統計
トウケイ

　太郎
タロウ 6 H25.5.13　統計情報処理研修　UNIXの基礎

H25.5.20　統計情報処理研修　SAMAS

H25.5.27　統計情報処理研修　DICS64

統計検定２級（H30) 6 ①H25.4～27.3

②H27.4～28.10

③H30.4～R02.3

①医療施設調査

②人口動態調査

③医療施設調査

①集計、SAMAS・DICS、専門職

②分析・公表、PG使用ほぼ無し、補佐

③企画・公表、SAMAS・DICS、補佐

氏名

フリガナ

経験

年数

研修履歴

（研修受講履歴から貼り付けること）

統計に関する

資格（取得年）

基幹統計（厚生統計）
学位

（修士・博士）
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４．データの利活用・一元的な保存の推進
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４．データの利活用・一元的な保存の推進

16

① 二次的利用の促進

○ 「厚生労働省データ利活用検討会」で取りまとめた利活用促進策（令和３年２月17日報告書）を踏まえ、二次的利用を促進。

・ 令和３年度における調査票情報の提供実績は、公的機関等1,012件（前年度948件）、その他（研究者等）131件（同114件）。

地方自治体からの申出が増加したほか、その他に係る処理件数も増加。

・ 令和３年度における申請１件当たり平均審査日数は47日となり、前年度の59日から改善。

（統計法第33条申請に係る政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）担当分）

○ オンサイト施設では、現在、賃金構造基本統計調査や人口動態調査など所管12統計が利用可能。令和４年度上期までは、年次の追加を行った

ほか、新たに５統計(医療施設調査、成年者縦断調査等)を登録。令和元年から現在までのオンサイト施設における調査票情報の提供実績は 18件。

○ 賃金構造基本統計調査の匿名データ作成については、令和４年３月28日に統計委員会の答申。令和５年度からの提供に向け準備。

（平成29・30年、令和元年の3か年分）

② 行政記録情報の活用等

○ 届出情報の活用

・ 令和４年介護サービス施設・事業所調査では、介護保険法に基づく介護サービス事業者からの介護サービス情報の報告・公表制度の情報か

ら調査に必要な情報を抽出し、あらかじめ調査票に印字（プレプリント）して配付すること等により、回答者の負担を軽減。

○ 連結やマッチングキーの検討

・ 統計調査間の連結やマッチングキーに関するニーズについて、利用者からヒアリング。

③ その他

○ 毎月勤労統計調査において、都道府県が実施する地方調査における調査票情報の長期保存を可能とするため、令和３年11月19日に調査規則

を改正し、当省において調査票情報を収録した磁気媒体を一元的・長期的に保存中。

（改正前：都道府県が３年保存 改正後：厚生労働省が永年保存）

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容
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４．データの利活用・一元的な保存の推進

17

① 二次的利用の促進

・ 調査票情報の利用に関するリーフレット（18ページから20ページ参照）を作成し、厚生労働省HPに掲載（HPもリニューアル）。

（リーフレットURL：https://www.mhlw.go.jp/stf/toukei/goriyou/chousahyo.html）

・ オンサイト施設は、利用したい調査項目の全てを利用できるものであり、探索的な研究を推進できる。

また、大学の教員等が行う調査研究等にも広く利用することができる。

このため、幅広い利活用を進めていく観点から、引き続き、オンサイト施設への調査票情報の登録を計画的に進める。

・ 賃金構造基本統計調査の匿名データ（平成29・30年、令和元年の3か年分）は、令和５年度からの提供に向け引き続き準備。

② 行政記録情報の活用等

・ 雇用保険・職業訓練等の行政記録情報を活用し、EBPMの推進に係る若手・中堅プロジェクトチームが、求職者支援訓練の効果

検証に係る分析を進めている。

・ 統計調査間の連結やマッチングキーに関する利用者のニーズを引き続き把握。

（２）20 2２年度（令和４年度）下期の取組方針
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調査票情報利用の状況

18

申請１件当たり平均審査日数調査票情報の提供実績

（例：１件の申請に３調査の提供依頼があれば３件と計上）

1,019

824

948
1,012

220

53
114 131
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1,200

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（
提
供
件
数
）

統計法第33条1項1号（公的機関等） 統計法第33条1項2号（その他）

47

99

59

47

35

84

48
38

0
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120

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（
日
）

審査日数平均 審査日数中央値

（資料出所）総務省『令和２年度 統計法施行状況報告』

（注）統計調査別に提供した件数を合計したもの。

（資料出所）厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

審査解析室
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厚生労働省では、調査票情報の提供を推進し、社会全体としてのデータ利活用促進に貢献することを目指しています。
調査票情報の利活用が進むことにより、学術研究の発展など公益に資することが期待されます。

研究方針が確定してない段階でも、オンサイト利用であれば調査票情報の全体を見ることができるため、探索的・創
造的な研究を行うことができます。

調査票情報の利用方法

磁気媒体による提供オンサイト利用

統計の作成等：「統計の作成」又は「統計的研究（集団の傾向等の把握のために回帰分析を行うなど）」

必要な調査項目に限定全ての調査項目

利用目的

利用できる
調査項目

利用場所 手続において利用場所を申請し、承諾された特定の場所
（独）統計センターと連携する大学などに設置された

オンサイト施設（具体的な場所は次ページ）

利用
できる者

遵守事項

・ 研究者等が、行政機関、地方自治体等からの委託、

または共同して行う統計の作成等のために利用する場

合

・ 公的な機関が公募により補助する調査研究で、統計

の作成等を行うために利用する場合 等

・ 大学等（大学、高等専門学校、専修学校）、公益法人

（公益社団法人、公益財団法人）が行う調査研究のために

利用（公益目的事業に限る）する場合

・ 大学等の教員が行う調査研究のために利用する場合

・ 大学等、公益法人が公募により補助する調査研究等の

ために利用する場合 等

情報の適正な管理（統計法第42条第１項）、守秘義務（統計法第43条第１項）、この他にも規約あり

罰則
秘密を漏らした者：２年以下の懲役又は100万円以下の罰金（統計法第57条第３項）

自己・第３者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した者：１年以下の懲役又は50万円以下の罰金（統計法第59条第２項）

手数料 なしあり（4,400円×提供に要する時間）

（注）磁気媒体による提供を受けることができる者は、磁気媒体による提供に代えて、オンサイト施設を利用することが可能です。その場合、手数料を支払う必要は
ありません（統計法第33条に基づく場合）。 19

リーフレット抜粋（厚生労働省HPに掲載）
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利用手続

20

分析結果の提供

• オンサイト利用の窓口は（独）統計センター、磁気媒体による提供の窓口は厚生労働省です。

• 磁気媒体による提供では、提供項目の審査、加工媒体の作成等に時間を要します（平均３か月程度）。

手続の流れ

利用申出 利用

利用相談

仮申込書記入
申出書提出

事前審査

1 .オンサイト利用

２.磁気媒体による提供

施設利用予約

内容審査

諾否決定・通知
ID等送付

分析・研究
分析結果確認・
秘匿処理

結果の提供依頼
書提出

事前確認
依頼書の審査

諾否決定

結果の受領

承諾通知
書・結果の
送付

結果の報告利用申出 利用

利用相談 申出書提出

事前審査

依頼書提出

内容審査

諾否決定・通知
調査票情報の
加工・提供

調査票情報の利用
データの消去・
報告書の提出

報告書の確認

成果の報告

成果の公表

利
用
者

窓
口

利
用
者

窓
口

（利用する調査項目は、利用目的や集計様式に照らして必要最小限度である必要）

（調査項目をあらかじめ指定する必要がなく、全ての調査項目を利用可能）

手続でよくある質問： https://www.mhlw.go.jp/stf/toukei/goriyou/chousahyo.html

リーフレット抜粋（厚生労働省HPに掲載）
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主な利活用事例

21

調査票情報を活用した分析・研究の成果は、所定の様式により報告いただいた上で、その概要を公表します。

2

1 人口動態統計調査

・70歳～74歳の医療費自己負担割合が１割から２割に引き上げられたことが死亡率に及ぼす影響を推定。

・がんの死亡の年齢分布、地域差を詳細に検討。

・合計特殊出生率に影響を与える背景を把握・分析することで、地域が取り組むべき施策を評価、検証。

国民生活基礎調査

・新型コロナウイルス感染症の世界的大流行前後の、高齢者における生活習慣の変化と健康寿命との関連を把握。

・心理的苦痛を感じている者の割合および受療行動について分析。

・急速に少子高齢化が進む日本の社会にあって、不平等を生む階層構造メカニズムを実証的に研究。

3 賃金構造基本統計調査

・国籍・在留資格による賃金の差、個人の諸属性の賃金に対する影響が国籍・在留資格によって異なるのかを検証。

・賃金格差を、事業所グループ間とグループ内格差に分解、事業所グループ間格差と各種の生産活動変数との関係を検証。

・近年の最低賃金の引き上げが、地域の労働市場における労働需要と労働供給の両面に与える影響について検証。

https://www.e-stat.go.jp/microdata/jisseki/data-use

リーフレット抜粋（厚生労働省HPに掲載）
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５．ＥＢＰＭの実践を通じた
統計の利活用の促進
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① ＥＢＰＭの実践
○ 2021年度（令和３年度）下期
・ 厚生労働省における令和３年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、予算プロセスを中心にＥＢＰＭの取組を実施。

令和４年２月に重点フォローアップ事業の中から、効果検証対象事業を選定（２事業）。

過年度のＥＢＰＭ実践事業の中から、１施策を選定し、実際の統計等データを用いて効果検証を実施。

厚生労働省のＥＢＰＭ推進に係る有識者検証会(以下「ＥＢＰＭ有識者検証会」という。）（計３回開催）において、令和３年

度の実施状況を検証し、令和４年２月に検証結果を取りまとめ、厚生労働省ＨPで公表。

・ ＥＢＰＭよろず相談窓口について、四半期に一度全職員一斉メールにて周知し、相談に対応（令和３年度19件）。

よろず相談の結果、ロジックモデルの精緻化や効果検証方法について理解促進などが図られた（令和４年度上期も同様）。

・ ＥＢＰＭ基礎研修（33名）及びＥＢＰＭ応用研修（13名）を実施

基礎研修を実施した結果、ロジックモデルの作成方法やアウトカム志向などについて理解が促進された。

応用研修を実施した結果、因果推論の考え方や具体的な効果検証方法、エビデンスの探し方などについて理解が促進された。

○ 2022年度（令和４年度）上期
・ 厚生労働省における令和４年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、予算プロセスを中心にＥＢＰＭの取組を実施。

令和５年度予算要求事業のうち、新規事業（１億円以上）、モデル事業、大幅見直し事業等を原則対象としてロジックモデル

を作成し、概算要求に係る会計課説明で活用（15部局17事業）。

ＥＢＰＭ有識者検証会において、ＥＢＰＭ実践事業の中から、重点フォローアップ事業を選定（９事業）。

・ 引き続き、ＥＢＰＭよろず相談を実施し、省内職員からの相談に対応（９月30日現在 11件）。

・ ＥＢＰＭ実践担当者研修を実施。

23

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容
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① ＥＢＰＭの実践

・ 厚生労働省における令和４年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、引き続き、ＥＢＰＭの取組を実施。

重点フォローアップ事業の中から、効果検証対象事業を選定（１～３事業）。

過年度のＥＢＰＭ実践事業の中から、２事業を選定し、実際の統計等データを用いて効果検証を実施。

ＥＢＰＭ有識者検証会において、令和４年度の実践状況を検証し、検証結果を取りまとめ、厚生労働省HPで公表。

・ 引き続き、ＥＢＰＭよろず相談を実施し、省内職員からの相談に対応。

・ ＥＢＰＭ基礎研修及びＥＢＰＭ応用研修を実施。

② 省内若手・中堅プロジェクトチーム

・ 分析テーマごとに分析を実施し、分析結果について、厚生労働省ＨＰ等で公表。

・ （独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナーを開催。
24

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進

（２）20 2２年度（令和４年度）下期の取組方針

② 省内若手・中堅プロジェクトチーム
・ 分析結果について、厚生労働省ＨＰ等で公表。

令和３年12月 時間外労働の上限規制

令和４年 ４月 生活困窮者自立支援制度

・ 令和４年度においては、令和４年５月から分析テーマを設定して活動を開始。

・ （独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナーを開催（令和４年３月39名、令和４年９月52名）。

（１）20 2 1年度（令和3年度）下期及び20 2２年度（令和４年度）上期の取組内容
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令和４年度のＥＢＰＭの実践について(取組方針)

〇 予算事業(予算プロセス)
・ 予算検討・要求プロセスにおいて、会計部局との連携の下、ロジックモデル等の積極的な活用による政策のロジックやエビデンスの検討の取組を推進。また、財

務省主計局への説明においてもロジックモデル等を積極的に活用。
・ 行政事業レビューにおいて、新規予算要求事業（10億円以上）及び公開プロセス対象事業について、原則、ロジックモデルを作成・公表。また、過年度の
ＥＢＰＭの実践については、その取組を継続する。

○ 予算事業以外(規制等)の立案・評価・見直しに当たり、ＥＢＰＭの観点から検討を行う実例の創出に積極的に取り組む。
○ 行革事務局は、各種計画・施策パッケージなど複数の事業等から構成される施策を立案する際におけるＥＢＰＭの手法の活用を検討。各府省庁は事例の

提供に協力。

○ 令和５年度概算要求プロセスにおいて、 ＥＢＰＭになじまない事業等(除外基準(※２)に該当する事業)を除き、①新規事業、②モデル事業、③大幅見直
し事業のうち、一定の選定基準 (※１) に該当する事業、④部局単位で①～③に該当する事業が１つもない場合は、新規事業（新規事業がない場合は既
存事業）のうち最も要求額が大きい事業について、原則としてロジックモデルを作成し、活用する。このうち一部を公表。
○ 公開プロセス対象事業においても、 EBPMになじまない事業等(除外基準 (※２) に該当する事業)を除き、ロジックモデルを作成し、活用する。
○ 予算事業以外（規制等）についても、行革事務局の取組方針に沿って対応する。
○ 過年度のＥＢＰＭ実践事業については、その内容を更新するなどして取組を継続する。

事 業 概 要

① 新規事業 新規に予算要求する事業であり、要求額が１億円以上の事業

② モデル事業 本格的な事業展開に先立って、規模や対象を限って一定の手法を実践することなどを通じ、有効性を検証する事業
ただし、過年度にＥＢＰＭの実践対象となった事業を除く。

③ 大幅見直し事業 対前年度予算額50％以上増加する事業であって、かつ、増加分の差額が１億円以上の事業

④
①に該当しない新規事業

又は
③に該当しない既存事業

※ 部局単位で①～③に該当する事業が１つもない場合
①以外の新規事業(新規事業がない場合は③以外の既存事業)のうち、最も要求額が大きい事業(部局単位)
なお、本欄は財務省主計局への概算要求提出時まで適用する。

※１ 一定の選定基準（今後、ＥＢＰＭの実践等を通じて、毎年度見直しを行う予定）

※２ 除外基準（ロジックモデルの作成・提出を不要とする。）

事 業

ⅰ 事業の内容が、現状分析・課題分析を目的とした事業
ⅱ 司法判断により国が実施義務を負うことが明らかな事業

ⅲ 現在の事業において採用されている手法に代わりうる有効な手法を検討することが困難な事業
（外交的判断で意思決定されており、原局レベルで代替案を検討することができない事業等を想定。個別協議の上、判断）

ⅳ 効果検証実施年度（令和6年度）までに終了する事業（モデル事業を除く。）
ⅴ 政策目的から遡った政策手段の検討余地がない事業（義務的経費の支出、システム改修、施設整備などの事業で、既定方針の実施過程にあるもの）

注 下記ⅰ～ⅴ以外に、特殊事情によりＥＢＰＭの実践が困難な場合には、個別協議の上、判断する。

厚生労働省における令和４年度の取組方針

内閣官房行政改革推進本部事務局の取組方針 (令和４年３月31日内閣官房行政改革推進本部事務局)

注 年度途中で補正予算対応となった事業についても、令和５年度に事業を継続する場合は、引き続き本年度の実践対象事業とする。

25
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重点フォローアップ
事業の選定

〇 併せて、年度末に向けて以下を検証。次年度のＥＢＰＭの実施に反映
① 事業のスクリーニング基準（選定基準・除外基準）
② 予算過程での反映方法（評価方法や活用方策の検討）
③ 事後の効果検証スキーム等の精度向上
④ その他ＥＢＰＭの取組に関する全体スキーム

令和４年度以降の予算プロセスにおけるＥＢＰＭの取組サイクル

※３ Ｒ５年度概算要求説明資料に添付
※４ 行革基準（10億円以上の新規事業）に合致するものは、重点フォローアップ事業に選定
※５ 外部有識者、委託業者及び事務局の３者間で検証を行い、適宜会議開催を予定

《Ｒ４年度ＥＢＰＭ実践》 《Ｒ４年度のフォローアップ》

Ｒ４/６中 Ｒ４/８末

【18事業】

【９事業】

会
計
課
と
の
連
携
・

協
議

【１～３事業】

【17事業】

Ｒ５年度 Ｒ６年度

効
果
検
証
結
果
を
踏
ま
え
た
事
業
の
改
善

各
部
局
か
ら
ロ
ジ
ッ

ク
モ
デ
ル
の
提
出

事例集を
作成

・ロジックモデルの点検、助言等
・省内査定を踏まえた修正

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
推
進
に
係
る

有
識
者
検
証
会

（※５） 検証結果を
Ｒ５年度ＥＢＰＭ

に反映

検証結果をＲ６年度
ＥＢＰＭに反映

〇 ロジックモデルの点検、助言、効果検証方法等の精度向上に向けた指摘等
毎年１～２事業については、具体的な効果検証も実施

Ｒ５/１

（※４）

Ｒ４/９上

【０事業】

ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の

完
成
版
を
提
出

【約20事業】

Ｒ４/12末

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

し
た
ロ
ジ
ッ
ク
モ

デ
ル
の
提
出

（※３）

【依頼日：５月16日】
【締切日：６月13日】

・継続的なヒアリング、エビデンス、効果検証
方法等の精度向上に向けた指摘

行革基準に合致す
る10億円以上の新

規事業のロジックモ
デルを公表

ＥＢＰＭ推進に係る有識者検証会
による効果検証対象事業の選定

ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
公
表

事

業

実

施

・Ｒ４年度のＥＢＰＭ対象事業について 効果検
証手法等の提示（Ｒ６年度に向けて）

・政策部局が希望する事業について効果検証
の実施（２事業程度）

財
務
省
説
明
に

活
用

会
計
課
説
明
に

活
用

事
業
の
効
果
の
検
証
（
自
己
点
検

）
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厚生労働省のＥＢＰＭ推進に係る有識者検証会

厚生労働省では、令和元年度からＥＢＰＭ推進に係る調査研究事業を実施している。

本事業の一環として、令和２年度から厚生労働省統計改革ビジョン2019工程表（令和元年10月８日）に基づ

き、外部有識者によるＥＢＰＭの実践状況の検証等を行い、ＥＢＰＭの更なる推進を図ることを目的として、

外部有識者による検証会を開催している。

検証事項

（１）ロジックモデルの点検・助言・効果検証方法等の精度向上に係る検証

（２）次年度のＥＢＰＭの実践に向けた検証

① 事業のスクリーニング基準に係る検証

② 予算過程での反映方法に係る検証

③ 事後の効果検証スキーム等の精度向上に係る検証

④ その他ＥＢＰＭの取組に関する全体スキームに係る検証

構成員

◎田中 隆一 東京大学社会科学研究所 教授（令和２年度、３年度、４年度構成員）

野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院 教授 （令和２年度、３年度、４年度構成員）

駒村 康平 慶應義塾大学経済学部 教授（令和２年度構成員）

森川 想 東京大学大学院工学系研究科 講師（令和２年度構成員）

安藤 道人 立教大学経済学部 准教授 （令和３年度構成員）

伊藤 伸介 中央大学経済学部 教授（令和３年度、４年度構成員）

高久 玲音 一橋大学経済学研究科 准教授（令和４年度構成員）

注：◎は座長、敬称略

設置の目的
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【令和２年度の実績】
○令和２年度においては、10名のメンバーが参加し、４回の全体会合を開催した。分析テーマに応じて３つのサブチーム（①働き方改革、②女性の

キャリアと子育て、③障害者雇用）を設置した。

○障害者雇用の分析結果については、令和３年５月11日に厚生労働省ＨＰ等で公表し、その後記者勉強会を実施し、「週刊社会保障」６月21日号に

掲載、内閣官房行政改革推進本部事務局のメルマガにて７月５日に配信を行った。

【令和３年度の実績】
○令和３年度においては、25名のメンバーが参加し、２回の全体会合及び５回の進捗報告会を開催した。分析テーマに応じて６つのサブチーム（①

医療費・医療保険、②働き方改革・労働基準、③子ども・雇用均等、④生活困窮者、⑤障害者雇用、⑥人材開発）を設置した。

○時間外労働の上限規制の分析結果については、令和３年12月27日に厚生労働省ＨＰ等で公表した。

○生活困窮者自立支援制度の分析結果については、令和4年４月11日に厚生労働省ＨＰ等で公表し、「週刊社会保障」６月６日号に掲載した。

【令和４年度の活用内容・今後の予定】
○令和４年度においては、43名のメンバーが参加し、２回の全体会合及び３回の進捗報告会を開催した。分析結果が出たものから、年度内の公表を

目指す。

○ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用を推進し、厚生労働省職員が統計データに係る分析手法を習得できるようにするため、政策統括官（統計・

情報政策、労使関係担当）にＥＢＰＭの推進に係る若手・中堅プロジェクトチーム（以下「若手チーム」という。）を令和元年12月27日に設置

した。

○チーム長は政策企画官、チーム長代理は政策立案・評価推進官を充て、省内でＥＢＰＭに関心のある者等有志からチーム員が構成される。

○ＥＢＰＭの取組が進んでいない労働、福祉分野を中心に分析等を実施し、分析結果をレポートや白書、審議会資料等に活用することを目指す。

設置の目的・概要

実績・今後の活動予定

労働政策研究・研修機構との連携

○若手チームの活動を推進するため、（独）労働政策研究・研修機構（以下「JILPT」という。）と連携し、「ＥＢＰＭセミナー」を開催。

○令和２年度第１回 令和２年８月６日 演題：「男性の育休と育児の現状～今後のＥＢＰＭに向けて～」（JILPT）

○令和２年度第２回 令和２年12月23日 演題：「最低賃金引き上げによる賃金・雇用への影響 中間報告」（若手チーム）等

○令和３年度第１回 令和３年８月５日 演題：「健康と労働政策」に関連した報告（JILPT）
○令和３年度第２回 令和４年３月24日 演題：「公共職業訓練（離職者訓練）とＥＢＰＭ」(JILPT）等

○令和４年度第１回 令和４年９月16日 演題：「非正規雇用と同一労働同一賃金」(JILPT）

今後も引き続き、労働分野に関連したテーマを取り上げ、実施予定。

ＥＢＰＭの推進に係る若手・中堅プロジェクトチームについて

28
139



ＥＢＰＭの分析レポート（時間外労働の上限規制） 概要

○平成31年４月に時間外労働の上限規制が大企業に導入されたことにより､時間外労働への影響が見られるかについて、回帰不連
続デザイン（Regression Discontinuity Design）の考え方を用いて、大企業・中小企業の定義のひとつとして用いられる資本
金に注目して分析を行った。

○令和元年における資本金の閾（しきい）値では、長時間労働割合に段差（下記の図では青い矢印で示している）が見られるが、
それ以前の平成28年や、時間外労働の上限規制が全面適用された令和２年では、閾値において段差が見られない。令和元年に
おいてのみ、閾値における段差が見られたため、平成31年４月の上限規制適用による効果が示唆された。

時間外労働（推計）月45時間超の正社員割合に関する回帰不連続デザイン（事業所単位）

（万円）

上限規制が適用 上限規制が適用
【令和元年（大企業のみ適用）】 【令和２年（全面適用）】【平成28年】

※働き方改革実行計画策定 (平成29年3月28日）の前年

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」をもとに、ＥＢＰＭの推進に係る若手・中堅プロジェ
クトチームにおいて特別集計。

（注）時間外労働は、（超過実労働時間数＋所定内労働時間数－８×実労働日数）を計算することで、推計している。
企業規模の要件を満たしている事業所のみを集計対象とし、時間外労働の上限規制に係る除外産業・除外職業を含む建設業、運輸業、医療・福祉は
集計対象外としている。
資本金（閾値との差額）は、閾値（小売業・サービス業は5,000万円、卸売業１億円、その他３億円）との差額であり、いずれの年においても「経済
センサス-活動調査」（平成28年）の値を用いている。
本分析レポートでは、閾値から3,000万円前後において比較した結果を示している。また、赤線は、各資本金における時間外労働（推計）月45時間超
の正社員割合の平均の分布を取ったものである。

（％）
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生活福祉資金貸付事業x07

認定就労訓練事業x06

一時生活支援事業x05

家計改善支援事業x04

就労準備支援事業x03

住居確保給付金x02

自立相談支援事業x01

-0.5 0.0 0.5 1.0

p_value

< .05

>= .05

前年度 認定就労訓練事業y06 _

前年度 就労準備支援事業y03 _

前年度 自立相談支援事業y01 _

生活福祉資金貸付事業x07

認定就労訓練事業x06

一時生活支援事業x05

家計改善支援事業x04

就労準備支援事業x03

住居確保給付金x02

自立相談支援事業x01

-2 -1 0 1

p_value
< .05

>= .05

ＥＢＰＭの分析レポート（生活困窮者自立支援制度の効果検証） 概要

就労者数の増加に対する政策効果（95％信頼区間の形で表示）

【単年度モデル】 【複数年度モデル】（※２）

（資料出所）
厚生労働省の実施する「生活困窮者自立支援制度における支援状況調
査」の結果をもとに、ＥＢＰＭの推進に係る若手・中堅プロジェクト
チームにおいて特別集計。

○生活困窮者自立支援制度等の各事業が就労者数の増加に与える影響について、全国の福祉事務所設置自治体ごとに、固定効果
(地域特性や年度特性の影響)を考慮した重回帰分析を用いて検証した。

○就労者数の増加に対して、効果が有意に見られたのは、以下の事業であった。
・自立相談支援事業
・一時生活支援事業

○遅効性のある事業について検証したところ、就労準備支援事業を実施した翌年度に就労者数の増加が見られた。

○なお、各事業の目的や支援の対象者の特性(就労困難度等)は異なることから、本分析の結果が各事業の有効性を否定するもので
はないことに留意が必要である。より正確な結果を得るためには、長期的に効果を検証することが求められる。

（※１）グラフの横軸は、重回帰分析の係数を示しており、縦軸で示されている各事業
の利用件数が追加的に１件増えたときに、就労者数が何人増えるかを示している。

（※２）就労支援を行う事業は、就労者数の増加という結果を得るまでに一定の期間を
要すると考えられるため、前年度の実施状況を変数に含め検証を行った。

（※１）

（※１）
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令和５年９月21日

第６回 厚生労働省統計改革検討会

厚生労働省統計改革工程表の進捗状況等

資料２
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１．ガイドラインの作成と
PDCAサイクルの着実な実施
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① 標準ガイドライン・業務マニュアル等に基づく業務遂行
・ 厚生労働省標準ガイドライン（令和３年３月厚生労働省作成。以下「標準ガイドライン」という。）及び統計作成ガイドブッ

ク（令和5年4月総務省作成）の業務チェックリストを基に、各統計の業務マニュアルを確認するためのチェックリスト（試行

版）を委託事業者とともに作成した。チェックリスト（試行版）を用いて４統計の業務マニュアルを試行的に確認し、チェック

リストを確定させた。

・ 統計作成業務や業務マニュアルの整備を進めるため、総務省から発出されている各種ガイドラインや、厚生労働省内で整備し

ている要領等の資料を一元的に掲載した「統計関係マニュアル集」をSharePoint上に作成し、省内に公開した。

・ 統計作成ガイドブックの策定を踏まえ、標準ガイドラインを改定し、変更管理の取組、遅延調査票の取扱い、例外措置への対

応等を追加した。

② ＰＤＣＡサイクルに基づく点検・評価
・ 令和４年度におけるPDCAによる点検・評価は23調査全てについて完了した。この結果、17調査で、26件の調査計画との不

整合が見つかり、これらについては重点的に検証を行うことで、検証結果を踏まえた調査計画の改善や作業工程の見直し等につ

ながった。なお、不整合の内容としては、計画上の集計事項の未集計・未公表や公表遅延といった事案が多く見受けられた。

・ 過去３年間（令和２～４年度）におけるPDCAによる点検・評価の実施結果について、不整合の総件数や特に多かった不整合

の内容（集計事項の未集計・未公表や公表遅延など）、再発防止策等を中心に取りまとめた上で、各調査担当課室に共有し、改

めて、PDCA点検・評価のチェックリストに記載した今後の改善策や再発防止策、更に自己点検を実施するよう促した。

③ コンプライアンスチェック

・ 令和４年度にコンプライアンスチェックを実施した２調査（社会保障生計調査、賃金構造基本統計調査）について、結果を取

りまとめ、調査の品質改善に活用した。

１．ガイドラインの作成とP D C Aサイクルの着実な実施

4

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績
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１．ガイドラインの作成とP D C Aサイクルの着実な実施

5

① 標準ガイドライン・業務マニュアル等に基づく業務遂行
・ チェックリストを用いて、残りの82統計の業務マニュアルについて、委託事業者とともにチェックを進める。

・ 各統計の業務マニュアルを改定・策定するための手順書を作成し、チェックした結果と併せて、各統計所管課室に提供する。

この手順書を用いて、統計所管課室において、業務マニュアルを改定・策定する。

② ＰＤＣＡサイクルに基づく点検・評価
・ 令和５年度におけるPDCAによる点検・評価は18調査について実施予定であり、10調査については既に確認作業を開始してい

る。なお、令和５年10月に、見直し後のPDCAサイクルによる公的統計の品質確保・向上のためのガイドライン（令和５年７月

28日統計行政推進会議申合せ）が施行されることから、総務省とも連携して、省内の点検・評価方法の見直しを行う。
※18調査は調査計画ごとにカウントしているが、10調査は調査計画の中の調査ごとにカウントしている。

③ コンプライアンスチェック
・ コンプライアンスチェックについては、令和２年度から４年度までの試行実施の結果から得られた知見や明らかとなった課題

等を踏まえ、令和５年度から本格実施するため、実施要領、実施計画を作成した。令和５年度は、毎月勤労統計調査と国民生活

基礎調査を対象に実施予定。

④ 統計作成プロセス診断
・ 総務省から派遣される統計監理官による統計作成プロセス診断について、令和５年度は「人口動態調査（年報）」を対象に実

施予定。人口動態統計における結果表の作成プロセス（審査、公表・提供）の診断を行い、品質の確保・向上を図る。

（２）20 2 3年度（令和５年度）下期の取組予定
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２．情報システムの適正化
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２．情報システムの適正化

7

① 厚生労働省統計処理システムの見直し

○ 前年度までに把握、検討された課題を解決するため、次期統計処理システムで実現するための要件を組み込んだ調達仕様書案を作成し、

ＰＭＯ審査を受けている。

【主な課題】

・ドキュメントの適正管理

業務面の見直し（例えばプログラム更新の際に他者の確認手続を設けるなど）とあわせて、ワークフローシステムや構成管理ツールな

どを導入することによりドキュメントやプログラムを適正に管理できる仕組みを構築する。

・クラウド利用の推進

現行のオンプレミスからクラウドでの構築を目指す。

・ノンプログラミングツールの活用

当面の対応としてはSAMAS・DICS64を残しつつ、総務省で作成予定となっている「汎用集計ツール」の活用可能性を含めて、ノンプログラミングツールの導
入を検討する。

・データベース化

データの分散抑制（データ管理品質の向上）や活用を目的とし、まずは登録データのデータベース化を検討する。

○ 予算要求において、「ドキュメントの適正管理」、「クラウド利用の推進」、「ノンプログラミングツールの活用」及び「データベース
化」の実現に向けて、財務当局との調整を開始した。

② 毎月勤労統計システムの見直し

○ 令和４年度においてＣＯＢＯＬ（旧集計プログラム）とC++（新集計プログラム）による並行運用を実施し、結果の差違について外部事

業者による修正を実施した。令和５年度からC++（新集計プログラム）へ完全移行し、毎月の集計を行っている。

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績
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２．情報システムの適正化

8

① 厚生労働省統計処理システムの見直し

○ 「クラウド利用の推進」、「ドキュメントの適正管理」、「ノンプログラミングツールの活用」及び「デー

タベース化」の実現に向けて、引き続き、財政当局との調整を行う。

○ 調達スケジュールは、以下のとおり。

なお、予算の多寡によって実現できる機能が決まるため、調達スケジュールの見直しが必要となる可能性が

ある。

・８～10月頃 仕様書案PMO審査

・９～12月頃 仕様書案の意見招請

・12～１月頃 公共調達委員会

・ ４月下旬 官報公告

・ ５月下旬 技術審査委員会

・ ５月下旬 開札（業者決定）

② 毎月勤労統計システムの見直し

○ 引き続き、C++（新集計プログラム）により毎月の集計を行う。

（２）20 2 3年度（令和５年度）下期の取組予定
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３．組織改革・研修の拡充等
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３．組織改革・研修の拡充等

10

① 組織改革・体制整備
○ 開かれた組織への変革等

・引き続き、企画官（民間）や統計品質管理官を配置するとともに、政策部局や総務省との人事交流を実施した。

・毎月勤労統計調査（R３年７月～）、賃金構造基本統計調査（R５年３月～）、縦断調査（R5年６月～）の改善に関するワーキンググ

ループの開催などを通じ、外部有識者と相談できる体制を確保した。

○ 統計データアナリスト・アナリスト補の育成・配置

・政府全体の取組である統計データアナリスト・アナリスト補の育成・配置について、当省においては令和８年度までにアナリスト10名、

アナリスト補34名を育成・配置（※）し、令和８年度以降、原則として統計調査の調査設計はアナリスト、調査実施はアナリスト補の

管理の下で行うこととしている。

・令和５年８月までの認定者数は、アナリスト４名、アナリスト補16名（うち、２名はアナリストの認定も受けている者）となっている。

（※）令和８年度までに統計部局（政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）。以下同じ。）の各室にアナリスト１名、

各統計調査にアナリスト補１名を配置予定。また、統計部局に配置するアナリスト等が政策部局の統計調査について支援予定。

○ 誤りの発見、報告及び対応を適切に行った者への評価の検討、実施

・統計部局において、令和５年度から誤りの発見等を適切に行った者への人事評価を試行的に実施している。

② 人材育成・研修の充実
○ 「厚生労働省における統計の人材育成基本方針」（令和３年６月）に基づく計画的な研修の実施

・職員が研修を受講しやすい環境を整備するため、令和４年度に実施した研修を動画にし、eラーニング教材（全９コース）として職員

に提供した。

・令和５年度統計研修方針に基づき、体系的に研修を実施している（令和５年度上期はスキルレベル別研修５コース、統計情報処理研

修５コースを実施）。なお、令和５年８月までに実施した研修のアンケートに回答した者の状況をみると、スキルレベル別研修で

「知識・スキルが高まった」と回答した割合は９割となっている。

・研修を必要とする職員が計画的に受講できるよう、各部局へ所属職員の受講履歴（昨年度分）の提供を行った。

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績
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３．組織改革・研修の拡充等

11

① 組織改革・体制整備
○ 開かれた組織への変革等

・引き続き、人員配置、人事交流を継続・実施する。

・引き続き、ワーキンググループの開催などを通じ、外部有識者と相談できる体制を確保する。

○ 統計データアナリスト・アナリスト補の育成・配置

・引き続き、統計データアナリスト・アナリスト補の育成等を行う。

○ 誤りの発見、報告及び対応を適切に行った者への評価の検討、実施

・上期の状況を踏まえ、引き続き、統計部局において誤りの発見等を適切に行った者への人事評価を試行的に実施する。

② 人材育成・研修の充実
○ 人材育成基本方針に基づく計画的な研修の実施

・令和５年度統計研修方針に基づき、引き続き、体系的に研修を実施する（令和５年度下期はスキルレベル別研修６コース、必須研修３

コース、統計情報処理研修１コースを実施予定）。

・統計部局の職員を対象とした令和５年度統計人材プロファイル（※）の更新を行う。

（※）職員ごとに、統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等をまとめたもの。

・計画的な研修の受講促進のため、各部局へ所属職員の受講履歴（上半期分）の提供を行う。

・令和５年度に実施した統計研修の内容を踏まえ、新たなeラーニング教材を作成する。

・受講者アンケートや統計行政の動き等を踏まえ、令和６年度の統計研修方針を策定する。

（２）20 2 3年度（令和５年度）下期の取組予定
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４．データの利活用・一元的な保存の推進
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４．データの利活用・一元的な保存の推進

13

① 二次的利用の促進
○ （個票データの二次利用に係る手続の効率化、情報提供の充実）

○ （個票データのオンサイト施設への登録の充実）

○ （匿名データの作成・提供）

② 行政記録情報の活用等

○ （統計調査における行政記録情報の活用の検討・実施）

○ （統計調査の連結やマッチングキーの検討・実施）

• オンサイト施設は、統計センターと運用要綱を締結した機関は23施設、うち21施設で利用可能（令和4年10月から3施設増加）
• ９月1日時点のオンサイト施設への登録状況は、別添参考資料のとおり。登録準備段階で符号表等に不備があり差し替えを行ったため、年度
当初の予定より登録時期が遅れている調査がある。

• 賃金構造基本統計調査の匿名データの作成に関し、令和4年度に平成29・30年、令和元年の3カ年分の作成を実施。本年9月提供開始予定。
• 国民生活基礎調査の匿名データについては、平成7～28年の大規模調査年（3年ごと）のデータを作成し提供。2019年分の作成方針について
は、8月21日の統計委員会で諮問・答申。

• 調査票情報の提供実績・利用申出件数、申出１件当たりの審査日数等は、別添参考資料のとおり。
• 令和５年３月の規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおいて、当省における二次利用手続を皮切りに議論がなされ、
規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）において、研究者等への調査票情報提供の迅速化及び円滑化が求められている。
これを踏まえ、手続に時間を要している要因等を洗い出し、現体制（システムを含む）で対応可能な改善策を取りまとめ、７月中に実行。
（詳細は参考資料参照）

• 社会福祉施設等調査では、令和６年度調査から、障害福祉サービス等情報公表制度において得ることができる数値を調査票にプレプリントし
て調査を実施するため、必要な予算を要求中。

• 規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）では、複数の統計における調査票情報を回答者ごとに連結して多様な分析を行うことを可能
とする観点から、回答者を紐付ける方策について総務省が中心となって検討することとなっており、令和５年度中に検討・結論を得ることに
なっているため、この動向を注視しているところ。

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績
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４．データの利活用・一元的な保存の推進

14

① 二次的利用の促進
○ （個票データの二次利用に係る手続の効率化、情報提供の充実）

○ （個票データのオンサイト施設への登録の充実）

○ （匿名データの作成・提供）

② 行政記録情報の活用等

○ （統計調査における行政記録情報の活用の検討・実施）

○ （統計調査の連結やマッチングキーの検討・実施）

• オンサイト施設への登録については、工程表において、主な基幹統計調査（※）の直近20年分、ニーズの高い一般統計調査の登録をすること
としており、予定どおり登録に向けた作業を進める

• 令和6年度予算概算要求において、登録用データ等の作成費（0.4億円）を要求しており、過去分を含め、オンサイト施設への登録を進めて
いく予定

• 賃金構造基本統計調査の匿名データの作成については、平成29・30年、令和元年の3カ年分の他、令和4年3月の統計委員会にて答申を得た
平成27・28年分について、令和6年度の作成・提供を目途に作業を進める予定

• 2019年国民生活基礎調査の匿名データについては、本年度中に作成開始（外注業者への委託を予定）。

（※）利活用実績の高い人口動態調査、国民生活基礎調査、賃金構造基本統計調査の３調査

• ７月に取りまとめた改善策を実行し、更なる改善点等あれば積極的に取り入れていく。
• 今後、総務省が行う二次利用に関するシステム整備について、最も二次利用件数の多い省庁として積極的に関与し、手続の迅速化・円滑化に
資するシステム整備に協力していく。

• 社会福祉施設等調査における予算要求の動向等を踏まえ、引き続き、報告者負担の軽減につながるよう行政記録情報の活用を検討。

• 規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）における検討を引き続き注視。

（２）20 2 3年度（令和５年度）下期の取組予定
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５．ＥＢＰＭの実践を通じた
統計の利活用の促進
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５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進

16

① ＥＢＰＭの実践
○ 2022年度（令和4年度）下期
・ 厚生労働省における令和４年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、予算プロセスを中心にＥＢＰＭの取組を実施。

令和５年２月に重点フォローアップ事業の中から、効果検証対象事業を選定（２事業）。また、事例集（５事業）を作成し、

省内に横展開を実施。

過年度のＥＢＰＭ実践事業の中から、２施策を選定し、実際の統計等データを用いて効果検証を実施。

厚生労働省のＥＢＰＭ推進に係る有識者検証会(以下「ＥＢＰＭ有識者検証会」という。）（計３回開催）において、令和４年

度の実施状況を検証し、令和５年２月に検証結果を取りまとめ、厚生労働省ＨPで公表。

・ ＥＢＰＭよろず相談窓口について、定期的に全職員一斉メールにて周知し、相談に対応（令和４年度24件）。

よろず相談の結果、アウトプット・アウトカム指標の精緻化や効果検証方法について理解促進などが図られた。

・ ＥＢＰＭ基礎研修（25名）及びＥＢＰＭ応用研修（10名）を実施。

アンケートに回答した者の状況をみると、いずれの研修も「大変よく理解できた」「おおむね理解できた」と回答した割合

は、９割以上となっている。

○ 2023年度（令和5年度）上期

・ 厚生労働省における令和５年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、予算プロセスを中心にＥＢＰＭの取組を実施。

令和６年度予算要求事業のうち、新規事業（１億円以上）、モデル事業、大幅見直し事業等を原則対象としてロジックモデル

を作成し、概算要求に係る会計課説明で活用（11部局11事業）。

・ 引き続き、ＥＢＰＭよろず相談を実施し、省内職員からの相談に対応（8月31日現在２件）。

・ ＥＢＰＭ実践担当者研修を実施。

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績
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① ＥＢＰＭの実践

・ 厚生労働省における令和５年度のＥＢＰＭ取組方針に基づき、引き続き、ＥＢＰＭの取組を実施。

重点フォローアップ事業の中から、効果検証対象事業を選定（１～３事業）。

過年度のＥＢＰＭ実践事業の中から、１事業を選定し、実際の統計等データを用いて効果検証を実施。

ＥＢＰＭ有識者検証会において、令和５年度の実践状況を検証し、検証結果を取りまとめ、厚生労働省HPで公表。

・ 引き続き、ＥＢＰＭよろず相談を実施し、省内職員からの相談に対応。

・ ＥＢＰＭ基礎研修及びＥＢＰＭ応用研修を実施。

② 省内若手・中堅プロジェクトチーム

・ 分析テーマごとに分析を実施し、分析結果について、厚生労働省ＨＰ等で公表。

・ （独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナー等を開催。

17

② 省内若手・中堅プロジェクトチーム
・ 分析結果について、厚生労働省ＨＰ等で公表。

令和５年１月 同一労働同一賃金の効果検証

・ 令和５年度においては、令和５年５月から分析テーマを設定して活動を開始。

・ （独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）と連携し、ＥＢＰＭセミナーを開催（令和５年３月35名）。

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進

（１）20 2 2年度（令和４年度）下期及び20 2 3年度（令和５年度）上期の取組実績

（２）20 2 3年度（令和５年度）下期の取組予定

158


